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はじめに 

 

柏原市は、昭和 33 年に市制が施行され、大阪市内まで約 20 分という恵まれた交通

条件と住環境の良さが相まって、ベッドタウンとして急速に発展してきました。しか

し、人口は平成 9年の 79,882人をピークに現在に至るまで減少傾向が続いており、平

成 27年 8月現在は、71,627人となっています。 

また、全国的に少子化が進んでいるなかで、本市においても児童・生徒数が減少傾

向にあります。今年度、桜坂小中学校を除くと、国基準の小規模校（12 学級未満の学

校）は、小学校で 10 校中 3 校（堅上小、堅下北小、国分東小）、中学校では 6 校中 4

校（堅上中、国分中、堅下北中、堅下南中）になります。さらに来年度には、小学校

で 10 校中 4 校（堅上小、堅下北小、国分東小、柏原東小）、中学校では玉手中学校以

外全て（堅上中、国分中、堅下北中、堅下南中、柏原中）が国基準の小規模校になる

見込みです。 

1学年 1学級など、規模の小さな学校においては、一人ひとりが主役として活躍でき

たり、補充授業や個別指導などのきめ細かい指導が行いやすかったりする反面、集団

の中で切磋琢磨して育つ機会が少なくなり、社会性やコミュニケーション能力が身に

つきにくいなどの課題があります。 

また、柏原市は平成 19 年度から堅上中学校区で小中一貫教育を開始し、平成 22 年

度堅下南中学校区、平成 23 年度堅下北中学校区と年々規模を拡大し、平成 24 年度に

は全中学校区において小中一貫教育を展開することになりました。今後、さらに充実

するためには、施設一体型の校舎・施設についても検討し、具体化のための基本方針

を立てる必要があります。 

一方、柏原市の地勢は、東部に信貴生駒山系、西部に大阪平野があり、大和川が市

を南北に分断しています。また、山地から低地へと高低差に富んでいることから、土

砂災害警戒区域に指定されている地域・学校が多く、防災の観点も考え合わせた移転・

再編等も含む学校整備を検討する必要もあります。 

 平成 27 年 5 月 12 日、柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会（以下「審議

会」という。）は、これらの課題を解決し、柏原市立小学校及び中学校のより良い教育

環境と効果的な学校教育の実現に役立たせるため、「市立小・中学校の学校規模・学校

配置の適正化についての基本的な考え方に関すること」及び「小中一貫教育を推進す

る観点からの市立小・中学校の適正規模・適正配置の方策に関すること」の 2 項目に

ついて柏原市教育委員会より諮問を受けました。 

本諮問を受け、当審議会では、柏原市立小・中学校の具体的な適正規模・適正配置

計画を立案するうえで、前提となる基本的な考え方や方策について、先進校への視察

や、全13回の審議会で慎重に審議を重ねた結果、ここに「答申」として提言するもの

です。 

柏原市教育委員会におかれましては、本答申を具体化することによって、児童・生

徒のより良い教育環境の整備に邁進されますことを強く要望します。 

 

 

平成28年3月25日 

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会 

 会  長    島   善  信  
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《第１部》 

小・中学校の学校規模・学校配置の適正化についての基本的な考え方 

 

１．市立小・中学校の現状と課題 

（１）児童・生徒数、学級数と今後の推移 

全国的に少子化が進んでいるなかで、本市においても児童・生徒数が減少傾

向にあります。学校教育法施行規則で標準とされている 12 学級から 18 学級を

下回る学校は、平成 27 年度は小学校が 10 校中 3 校、中学校が 6 校中 4 校あり

ます。今後もこの傾向は続き、平成 33 年度には全ての中学校が 12 学級を下回

ると見込まれています。 

1学年 1学級などの規模の小さな学校においては、補充授業や個別指導等のき

め細かい指導を行いやすい反面、集団の中で切磋琢磨する機会が少なくなり、

社会性やコミュニケーション能力が身につきにくいなどの課題があります。さ

らに、学校運営上の課題として、経験年数や専門性、男女比等バランスのとれ

た教職員配置やそれらを生かした指導の充実が困難になります。   

 

学校別児童・生徒数と推移予測（Ｈ27.5.1現在） ［桜坂小中学校を除く］ 

表中の（ ）内は、進学中学校名を略したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原
(柏)

柏原
東

(柏)

堅下
(北)

堅上
(上)

国分
(国)

玉手
(玉)

堅下
北

(北)

堅下
南

(南)

旭ヶ
丘

(玉)

国分
東

(国)
柏原 堅上 国分

堅下
北

堅下
南

玉手

平成27年度 495 299 417 72 526 522 266 372 417 121 408 45 328 418 209 518

平成33年度 459 299 447 16 506 377 310 331 369 100 362 34 314 340 164 417

平成39年度 322 7 256 384 144 342

中学校小学校
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学校別学級数と推移予測（Ｈ27.5.1現在）  

［桜坂小中学校を除く］［特別支援学級を除く］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通学区域 

小・中学校における通学区域については、適正な学校規模と教育内容を保障

し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るために、学校教育法施行令第5

条に規定されており、教育委員会が指定することとされています。指定の際に

は、児童・生徒数や通学距離、通学時間、通学上の安全性、道路、河川等の地

理的状況、地域社会の歴史的経緯や地域の実態などについて考慮するよう求め

られています。 

柏原市は、市域の約 65％が山地で占められ、平地は約 35％となっています。

また、府内で 2 番目に大きい大和川が市域中央を二分する形で東から西へ流れ

ており、これに石川が南から合流しています。このように地勢が山地から低地

へと高低差に富んでいることから、市内には「土砂災害防止法」に基づき大阪

府が指定した「土砂災害警戒区域」が数多く点在しており、小・中学校合わせ

て 17校の内 5校が土砂災害警戒区域内にあります。今後、学校を再編整備する

際には、区域内に存在する学校を移転するなど、防災の観点を考慮に入れる必

要があります。 

柏原
(柏)

柏原
東

(柏)

堅下
(北)

堅上
(上)

国分
(国)

玉手
(玉)

堅下
北

(北)

堅下
南

(南)

旭ヶ
丘

(玉)

国分
東

(国)
柏原 堅上 国分

堅下
北

堅下
南

玉手

平成27年度 16 12 13 6 16 18 9 12 13 6 12 3 9 11 6 14

平成33年度 15 12 14 5 16 13 11 12 12 6 10 3 9 9 6 11

平成39年度 9 3 8 11 6 11

小学校 中学校
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国は「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」におい

て、通学距離の基準は、小学校はおおむね 4 km 以内、中学校はおおむね 6 km 以

内としています。柏原市ではこの基準を超える通学区域はありませんが、通学

区域に山地を含む学校は、平地の学校に比べ通学路に高低差があるので、通学

時の児童・生徒の負担を考慮する必要があります。 

 

 

通学区域略図及び土砂災害警戒区域略図 

[ △：土砂災害警戒区域（土石流） □：土砂災害警戒区域（急傾斜）] 
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２．市立小・中学校の学校規模・学校配置の適正化についての基本的な考え方 

柏原市では昭和 33 年に市制が施行されてから平成 12年度までに、教育環境の

維持・向上を目的に、小学校 5校、中学校 3 校を新設し、増加した児童・生徒数

や学級数の適正化を図ってきました。 

適正規模・適正配置の検討にあたっては、児童・生徒の立場に立って、より

良い教育環境を今後も維持、向上していくことが最も重要であることを常に念

頭に入れておかなければなりません。さらに、児童・生徒数や学級数といった

量的な側面だけでなく、教育活動や学校施設、地域コミュニティーや学校設置

の歴史的経緯、防災や通学条件など様々な視点をもって、総合的に検討する必

要があります。 

そこで、審議会では、学校規模・学校配置の適正化について検討する際の視

点について審議し、以下のように確認しました。 
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小学校 通学時間

通学時間（ゆっくり）分

0

1

2

3

柏原 堅上 国分 堅下北 堅下南 玉手

中学校 通学道のり

通学道のり（徒歩最長）ｋｍ

0

20

40

60

柏原 堅上 国分 堅下北 堅下南 玉手

中学校 通学時間

通学時間（ゆっくり）分

中学校 堅上 堅下南

通学道のり（徒歩最長）ｋｍ 2.5 2.8

通学時間（ゆっくり）分 49 55

小学校 柏原 柏原東 堅上 国分 国分東 堅下 堅下北 堅下南 玉手 旭ヶ丘

通学道のり（徒歩最長）ｋｍ 1.6 1.2 2.8 1.4 1.7 1.0 1.0 3.0 1.2 1.5

通学時間（ゆっくり）分 32 23 55 27 34 19 19 60 23 29

2.6

52

各校区のおよその通学道のり及び通学時間（徒歩・ゆっくり）

※yahoo地図　ルート検索機能　（徒歩・ゆっくり）　　参照

1.8

36
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54

1.8

36

柏原 国分 堅下北 玉手
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（１）学校規模・学校配置の適正化について検討する際の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域とともにある学校 

ア）教育活動の充実による子どもの育成 

学校規模の適正化を図る上では、児童・生徒の立場に立ち、より良い教育環

境を維持向上することが最も重要です。そのためには、多様な価値観や考え方

に触れ合えるような学習活動や学校行事、部活動の活性化などの教育活動に関

わること、個別指導の時間確保、クラス替えや多様な指導方法が可能となるな

どの指導体制に関わること、施設整備に伴う教職員組織や保護者との連携など

の学校運営に関わることなど、多面的にとらえて立案することが必要です。 

 

イ）通学条件の整備 

 学校の統合により通学距離が遠くなる場合や、通学路が変更となる場合は、

通学条件（踏切・信号・横断歩道等の有無、登下校時間帯の交通量、防犯の観

点等）を充分把握し、歩道の確保や防犯灯の設置など、子どもたちの安全の確

保に努める必要があります。 

 また、国は通学距離の基準として、小学校はおおむね 4 km 以内、中学校はお

おむね 6 km 以内としています。柏原市域は、ほぼ半径 4 kmの円の中に入ってい

ますが、柏原市は坂道が多く、例え 4 km以内としても子どもに負担が多い場合

は、通学手段（自転車、スクールバス、鉄道等の利用）を検討することも必要

です。 

 

ウ）地域とともに育つ学校づくり、地域活性化に貢献する学校づくり 

 学校教育は地域の未来の担い手である子どもたちを育む営みであり、保護者

や地域の方々と共に、様々な交流活動（高齢者との交流、フェスタ等）や学習

活動（放課後子ども教室、体験学習等）が実施されています。 

一方、学校は児童・生徒の教育のための施設であるだけでなく、地域の方々

① 地域とともにある学校 

  ア）教育活動の充実による子どもの育成 

イ）通学条件の整備 

ウ）地域とともに育つ学校づくり、地域活性化に貢献する学校づくり 

エ）自然災害（土砂災害等）に対しての備え 

オ）学校設置や校区編成の歴史的経緯等に留意 

② 小中一貫教育のさらなる推進 
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や団体、子ども会等が交流や話し合いの場として学校施設を利用し、スポーツ

大会や催し物を実施するなど、各地域のコミュニティーの核としての性格も併

せ持っています。 

このように、学校が受け持つ多様な機能にも留意し、学校教育の直接の受益

者である児童・生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子どもの保護者の

声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得ることが重要です。そのた

め、学校の適正化を進めるにあたっては「地域とともに育つ学校」「地域活性化

に貢献する学校」としての視点を踏まえた丁寧な議論を行うことが望まれます。 

 

エ）自然災害（土砂災害等）に対しての備え 

 市内には「土砂災害警戒区域」に指定されている地域が数多く点在していま

す。学校も市内 17校の内 5校が土砂災害警戒区域内にあります。また、市内 17

校の内 8校が土砂災害の指定緊急避難場所になっています。 

適正配置を考えるうえで、避難所や防災拠点としての役割も兼ね備えた学校

配置といった、災害に備える視点も考慮に入れる必要があります。 

 

オ）学校設置や校区編成の歴史的経緯等に留意 

 通学区域にはそれぞれの設置経過や校区の歴史があり、一つひとつの学校は

地域社会と深く結びついています。学校の統合や通学区域の変更が妥当と考え

られる地域に関しては、その歴史的経緯に充分留意する必要があります。 

 

② 小中一貫教育のさらなる推進 

ⅰ）柏原市は、平成 18年 12月に内閣府の「『生きる学力育成』小中一貫教育 

特区」認定を受けました。そして、平成 19年度には、堅上小中学校（施設 

分離型 1小 1中タイプ）を小中一貫教育のモデル校として、市内で初めて 

指定し、続いて平成 22年度には、堅下南小中学校（施設分離型 1小 1中タ 

イプ）を指定しました。更に平成 23年度に堅下北中学校区（施設分離型 2 

小 1中タイプ）を指定し、平成 24年度から、「幼小中一貫教育基本方針」 

に基づき、小中一貫教育を全ての中学校区で進めてきました。 

「幼小中一貫教育基本方針」とは、①「 学校力を高め、『確かな学力と 

自ら学ぶ力』を育む 」、②｢ 子どもの自律性・自立心を高め『豊かな心』 

と健やかな体を育む 」、③｢ 地域の教育力を活用し、『豊かな社会性』を 

育む 」、④｢ 教師・家庭・地域の力を高めて、育みを下支えする ｣、⑤｢ 幼 

小の連携を強め、誰もが輝く学校生活をおくる 」、⑥｢ 幼小中一貫教育の 

接続を明確にするための取り組みを進める 」の6項目、15施策を打ち出し、 

実施しています。 
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取り組みの特徴としては、幼小中一貫教育推進コーディネーター 
１ に 

  よる取り組みの計画や各校との交流・調整、幼小中一貫教育推進教員 
２ に 

  よる小・中学校それぞれでの授業や具体的な連携推進といった「人的配置 

  の特徴」、小中合同会議での小・中全教職員による会議や情報共有、生活指 

  導の一本化や9 年間の系統立てたカリキュラムの検討等の「組織的活動の特 

徴」、児童・生徒の合同清掃等の合同行事、中学校の教員が小学校で授業を 

実施したりする授業交流や教員の小中合同研修といった「教育活動面の特 

徴」などがあります。 

成果としては、小中一貫教育を実施している中学校区毎で共通の目標を 

掲げ、児童・生徒の9年間の育ちを小・中の教職員が協力して見守ろうとい 

う流れができるなど、中学校区毎での取り組みに特色が見られることです。 

様々な取り組みにより、「授業の内容がよくわかる」、「家で自分で計画を立 

てて勉強している」等、全国学力・学習状況調査のアンケートで肯定的な 

回答が増えています。また、いわゆる「中 1 ギャップ」で不登校になる生 

徒数やその割合も大阪府下に比べて大幅に減少しています。生徒指導面で 

は、小・中で統一した観点で指導することにより、中学 1 年生のストレス 

が減少し、問題行動も減少したとの報告を受けています。 

課題としては、まず一貫教育の開始年度や 1小 1中と 2小 1中といった 

中学校区の違いにより、取り組みの深まりに差が見られることです。また、 

全国学力・学習状況調査結果での数値に、明確な成果が表れていないこと 

があげられます。経年変化では、中学校区により上昇しているところもあ 

りましたが、全体的な上昇傾向は確認できませんでした。さらに、全ての 

学校が施設分離型小中一貫教育であり、教職員や児童・生徒の移動に時間 

がかかるため、頻繁に交流活動や合同研修を行いにくい現状があります。 

 今後、小中一貫教育の取り組みが一層進み、実りあるものにするために 

は、日常的に児童・生徒も小・中教職員も交流できるような条件や方策を 

考えていくことが大切になります。そして、9 年間を見通した一貫性のあ 

る教育を、小学校と中学校の教職員が協力して作りあげる必要があります。 

ⅱ）小中一貫教育の目ざすべき姿として、以下があげられます。 

・教育目標：9年間を見通した教育目標を明確化する。 

・教育課程：9年間一貫した系統性を確保した教育課程を編成する。また、 

学年段階の区切りについては、現行の 6-3以外にも、教育課 

1 幼小中一貫教育推進コーディネーター：各学校において、一貫教育に関する取り組みの中心的役割 

  を担うと共に、学校間における調整を中心的に行う。 

2 幼小中一貫教育推進教員：各中学校区に設定された「めざす子ども像」を実現させるために、小学 

  校専科指導の充実とコーディネーターの負担軽減を目的として市単費の教員を配置している。 



- 9 - 

 

程や学習指導・生徒指導上の工夫等により、4-3-2などの学年 

段階の区切り等も検討する。 

・学校運営：小・中学校間の意思決定の調整システムを整備する。 

・通学区域：中学校通学区域は現状を基本に考える。 

ⅲ）これらの課題を解消し、柏原市ならではの小中一貫教育をさらに推進し 

ていくために、教育委員会がより積極的に、市内各中学校区で行っている 

取り組みの交流と検証を行うことが望まれます。 

また、各中学校区において、小中一貫教育を推進するための条件整備を 

追求し、できるところから「施設一体型小中一貫教育校」や「義務教育学 

校」設置の可能性を検討していただきたい。 

さらに現状を見たときに、学校外からの小中一貫教育に対する認識や理 

解が充分でないことが伺えます。今後、教育委員会と各学校がそれぞれの 

立場で説明責任を果たすなど、保護者や地域に一層の働きかけを行い、柏 

原市の小中一貫教育、及び各中学校区の一貫教育に対する理解と協力を得 

ることができればと考えます。 

 

（２）小規模校のメリット、デメリット 

 全国的に少子化が進む中で、柏原市においても児童・生徒数が減少傾向にあ

り、市立小学校、中学校共に小規模校化が進んでいます。そこで、審議会では

児童・生徒にとって、より良い教育環境の維持向上の観点から、小規模校化に

よるメリット、デメリットを確認したうえで、学校規模と学校配置の適正化の

検討に取り組むことにしました。 

①小規模校のメリット 

【教育環境】 

・学校行事や部活動等において、児童・生徒一人ひとりの個別の活動機会    

が設定できる。 

・発表できる機会が多い。 

・児童・生徒相互の人間関係が深まる。 

・異学年間の縦の交流が生まれる。 

【指導体制】 

・児童・生徒の一人ひとりに指導が行き届きやすく、学習内容の定着状況 

が的確に把握できる。 

・補充授業や、個別指導を含めた、きめ細かい指導が行える。 

・児童・生徒一人ひとりの個性や課題を全教職員で共通理解できる。 

・教材、教具などを、一人ひとりに行き渡らせやすい。 

・体験的な学習や校外学習などを機動的に行える。 
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【学校運営】 

・教職員間の意思疎通が図りやすく、相互の連携が密になる。 

・施設・設備の利用時間等の調整が行いやすい。 

・特色あるカリキュラムが編成しやすい。 

・学校が一体となって活動しやすい。 

・保護者や地域社会との連携がより図れる。 

 

②小規模校のデメリット 

【教育環境】 

・集団の中で、多様な考え方に触れる機会や学びあいの機会、切磋琢磨す 

 る機会が少なくなり、意欲や成長が引き出されにくい。 

・クラス替えが困難なことなどから、人間関係や相互の評価等が固定化し 

やすい。 

・運動会などの学校行事や音楽活動等の集団教育活動に制約が生じる。 

・集団の中で自己主張したり、他者を尊重したりする経験を積みにくく、 

社会性やコミュニケーション能力が身につきにくい。 

・部活動等の設置が限定され、選択の幅が狭まりやすい。 

・集団内の男女比に極端な偏りが生じる可能性がある。 

【指導体制】 

・学年別や教科別の教員同士で、学習指導や生徒指導等についての相談・ 

研究・協力等が行いにくい。 

・児童・生徒数、教員数が少ないため、グループ学習や習熟度別学習、小 

学校の専科教員による指導など、多様な学習・指導形態が取りにくい。 

・組織的な体制が組みにくく、指導方法等に制約が生じやすい。 

・中学校では、各教科の教員をバランスよく配置できない。 

【学校運営】 

・一人で受け持つ校務分掌が多くなる。 

・教員の出張、研修等の調整が難しくなる。 

・児童・生徒一人あたりにかかる経費が大きくなる。 

・ＰＴＡ活動等における保護者一人当たりの負担が大きくなる。 

 

（３）適正規模・適正配置 

①適正規模 

  学校規模により、児童・生徒の教育環境、教員の指導体制、学校運営面な 

どに様々なメリット、デメリットが生じます。国が標準としている学校規模 

は、小中学校ともに、1 つの学校で 12学級以上 18 学級以下です。 
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  審議会では、柏原市の実態を踏まえつつ、学校を一定の規模とすることに 

より、児童・生徒の教育効果をより高められるものと考え、適正規模の基本 

的な考え方や望ましい規模について審議しました。  

【小学校】 

  小学校では、一定規模の児童の中で、互いに学び合い、競い合い、助け合

える環境づくりが必要です。全学年でクラス替えを可能とし、多様な学習活

動が可能であること、さらに同学年に複数教員を配置するためには少なくと

も 1学年 2学級以上（学校単体で12学級以上）が必要となります。 

また、児童の学習活動に制約が生じることなく、充分な教育効果を得ること

ができるためには、図書室や理科室などの特別教室が週一回は使えることが望

ましいので、時間割編成上、学校全体で24学級以下を適正規模とします。  

【中学校】 

教員数は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する 

法律」により学級数で配置できる教員数が決まっています。 

中学校における学習指導は、教科担任制であり、全教科に専門の教員を確保

することが必要です。教員の配置定数や学校運営の観点により学校全体で9学

級以上は必要と考えます。 

また、生徒一人ひとりの活躍する機会を十分確保でき、互いの人間関係が 

希薄にならない、教員が生徒一人ひとりの把握が十分できる、特別教室や体 

育館等の施設利用の面から教育活動に制約が生じない等、充分な教育効果が期

待できることから、学校全体で15 学級以下を適正規模と考えます。 

以下のように、考え方をまとめ整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

②適正配置 

まず、適正規模を確保するための学校の適正配置について考えます。本市に

は大規模校はありませんので、小規模校への具体的対策としては、「学校の統

合」、「通学区域の見直し（拡大）」が考えられます。「学校の統合」には、

さらに「学校の新設統合」、「学校の増築統合」が考えられます。「通学区域

の見直し」には、「隣接校との線引きの見直し」が考えられますが、地域コミ

ュニティーのつながりや歴史的経緯を考慮に入れると見直しは容易ではありま

小規模校 適正規模

小学校 １１学級以下 １２学級以上２４学級以下

中学校 ８学級以下 ９学級以上１５学級以下

本市の学校規模についての考え方（定義）
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せん。 

次に、通学距離については、通学条件の整備を考える上で、重要な観点とな

ります。適正な通学距離は、安全確保を図りながら、徒歩で通学する際の目安

として、小学校では概ね3ｋｍ以内、中学校では概ね4ｋｍ以内とします。 

本市においては、仮に今後統合が進んで、市政施行時（昭和33年）の学校数

（小学校 5校、中学校 3 校）になった場合でも、小学校の通学距離は約 3 ｋｍ以

内、中学校では、約 4 ｋｍ以内に収まります。 

以下のように、適正配置の考え方と本市の通学距離の目安を整理します。 

 

適正配置の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③適正規模を実現することが地理的条件等により困難な場合 

学校が適正規模でない場合でも、地理的条件等で学校統合による適正配置が

困難な場合も考えられます。その場合には、学習面、生活面、学校経営面等に

おいて、教育効果を高めるための様々な工夫ある取り組みを行う必要がありま

す。 

全学年が単学級の場合でも、「集団の中で、多様な考え方に触れる機会や学

びあいの機会、切磋琢磨する機会が少なくなり、意欲や成長が引き出されにく

い。」等の小規模校のデメリットを緩和するために、話し合い活動を協同的に

すすめ、互いの良さを経験させるなど、グループ活動を通じて思考の多様化を

求める学習の場が必要です。そのためには、少なくとも1班5～ 6名編成で4～ 6

班できる事が望ましいので、1学年に20名程度の児童数、生徒数が望ましいと

考え、以下のように整理します。 

学 校 の 新 築 統 合
・避難所、防災拠点として機能できる配置
・通学条件の整備

学 校 の 統 合

学 校 の 増 築 統 合
・避難所、防災拠点として機能できる配置
・通学条件の整備

学校の適正規模を確保する

・通学条件の整備
→地域コミュニティーのつながりや歴史的経緯を考慮
に入れると、見直しは容易ではない。

通学区域の見直し 隣接校との線引きの見直し

通学距離（徒歩で通学する際の目安）：小学校では、概ね３ｋｍ以内、中学校では概ね４ｋｍ以内
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取り組みの工夫により教育効果を高めることが可能な最低限の学校規模 

 

 

 

 

３．適正規模・適正配置を実施する上での留意点 

 学校の再編整備に伴い、通学距離、人間関係、校舎の配置等、当該校の児童・

生徒、保護者、地域住民を取り巻く環境が大きく変わることが予測されます。

それらの変化によって生ずる様々な課題と正面から向き合い、これまでに示し

た視点を充分考慮し、否定的な問題の解消や緩和に向けて取り組むことが肝要

です。再編整備計画に対する地域住民や保護者の理解と協力を得るために、説

明会や懇談会等、様々な機会を活用するなどして、計画の具体化と推進をてい

ねいに進めることが大切です。緻密な計画の策定と実施によって、再編整備後

の新しい学校における教育活動が円滑に進むことができるように努めなければ

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各学年に学級が存在している（複式学級ではない） 

○ 1学年に 20名程度の児童・生徒が在籍している 
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《第２部》 

各中学校区の適正規模・適正配置について 

  

本審議会では、各中学校区の適正規模・適正配置を考えるにあたり、平成 

27年度の住民基本台帳により、各小中学校区で現に出生している 0歳児から 

6歳児までの人数から推測される小学校は平成 33年度まで、中学校は平成 39 

年度までの学校規模を基に審議することにしました。 

  しかし、柏原市の各学校区は鉄道及び山や川で区切られていることが多く、

通学経路や交通安全の観点から、通学区域の変更には課題が多くあります。

また、歴史的には、国分東小学校が平成 12年に国分小学校から分離されたこ

とを除いては、学校が分離してから 30年以上経過しており、地域の活動も基

本的には校区を単位に行っています。特に各中学校区は、古くから地域コミ

ュニティーの単位となっており、その繋がりは強くなっています。さらに現

在進めている幼小中一貫教育が中学校を核として進めていることも相まって

おり、中学校の校区変更や統合再編は容易でないと考えます。 

  ただ、柏原市の将来推計人口は、「日本の地域別将来推計人口」（出典：国

立社会保障・人口問題研究所）によると、25 年後の平成 52年には、5歳から

14歳の人数は 3,483名になると見込まれています。平成 27年の 5歳から 14

歳の人数は、6,081名であり、この人数を 100％とすると約 57％に減少するこ

とになります。その頃には、全ての小・中学校が小規模校になり、著しく教

育環境に影響することが見込まれることから、中学校の統合も視野に入れる

必要が出てくると考えられます。 

 以上のことから、本審議会で各学校の適正規模を考えるにあたっては、中学

校区については現校区を基本とし、中学校区内の小学校同士の統合を中心に検

討することとしました。また、適正配置については、小中一貫教育の推進を重

視して審議することにしました。 

今後、柏原市を取り巻く様々な状況により、将来推計人口が変化することが

考えられますので、5 年程度を目途に、今後の学校規模・学校配置について、

見直しをすることが望ましいと考えます。 
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(１)柏原中学校区  

 ①現状と課題 

  学校規模 

・柏原小学校の児童数は減少傾向であるが、平成 33年度で 15学 

級が見込まれ、適正規模校である。 

          ・柏原東小学校の児童数も平成 14年度からは増減を繰り返しなが

ら少しずつ減少している。平成 28年度から平成 30年度までは、

一時 11学級の小規模校となる。 

・柏原中学校の生徒数は減少傾向にある。学級数も減少傾向で平 

成 39年度には 9学級になる見込みである。 

 

  通学条件 

・通学の道のりは、最長で小学校は 1.6ｋｍ、中学校で 1.8ｋｍで 

あり、急な傾斜もないため、児童・生徒の負担にならない。 

・柏原小学校区内の住宅街が、渋滞の抜け道に利用されることが 

     多いことから、登校時に交通事故が発生したことがある。 

また、国道 25号線やＪＲ大和路線が通り、充分な安全対策が 

必要である。 

 

  通学区域と地域社会 

・柏原東小学校は、通学区域が南北に細長い。 

      ・柏原東小学校区内では、近鉄大阪線により、大県は堅下小学校 

区により分けられている。同じく太平寺は、堅下南小学校区に 

より分けられている。 

・ＪＲ大和路線により、上市は、柏原小学校区と柏原東小学校区 

に分けられている。 

・法善寺 1丁目は柏原東小学校区と堅下北小学校区に複雑に分け 

られている。 

      ・子ども会は、それぞれの小学校区内に複数ある。小学校区ごと 

で集まり、学校のグラウンドで活動することもある（盆踊り大 

会、ソフトボール大会等）。小学校区で分けられている子ども会 

はない。 

      ・自治区が学校区域で分けられているのは、法善寺 1丁目第 2区 

で、柏原東小学校区域と堅下北小学校区域に分けられている。 

また、太平寺 1丁目第 1区は柏原東小学校区域と堅下南小学校 

区域に分けられている。 
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  歴史的経緯 

・柏原小学校は明治 5年、柏原郷学校として創立、柏原東小学校 

は昭和 28年に柏原小学校から分離して柏原町立柏原東小学校 

として創立、柏原中学校は昭和 23年、柏原町立中学校として 

創立された歴史のある学校である。 

 

小中一貫教育 

・平成 24年度の全市展開時より 2小 1中で施設分離型小中一貫教 

 育に取り組んでいる。 

・小・中学校の児童会、生徒会が中心となり、「あいさつ運動」を 

 企画、実施している。 

・中学校が作成した「家庭学習の手引」を小中で共有し、指導の 

 共通理解を図っている。 

・元 6年担任が中 1生徒の授業参観を行い、中１担任と情報交換 

 をして、小・中連携した生徒指導を行っている。 

・3校のＰＴＡでバレーボールなどのスポーツ交流を行ったり、合 

同で研修会を企画・開催している。 

     

  耐 震 化 

・柏原小学校と柏原東小学校は、一部の校舎に耐震化工事が必要 

で、平成 28年度に完成する予定になっている。柏原中学校校舎 

は建て替え工事が必要である。 

 

  防災施設 

・柏原駅近くにある柏原小学校は、校区及びその周辺の指定避難 

場所（土砂災害を除く）である。 

      ・柏原東小学校は、堅下地区で土砂災害があった場合、他校区の 

住民被害の受け入れ拠点ともなる指定避難場所である。堅下駅、 

柏原駅に近い。 

・柏原中学校は、柏原駅に近く、広いグラウンドがある。また、 

 柏原市総合防災マップによれば、柏原中学校区内で大和川浸水 

 被害に遭わないと推測される指定避難場所（土砂災害を除く） 

 である。 
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柏原小学校と柏原東小学校を統合し、さらに柏原中学校との施設一体 

型小中一貫教育校の設置について検討する。 

 

(a)柏原小学校と柏原東小学校を統合し、学校規模の適正化について検討 

する。 

(b)柏原中学校区を対象とし、小中を統合した施設一体型小中一貫教育校

の設置について検討する。 

(c)検討すべき課題 

 ②今後の適正規模・適正配置についての方策 

 【基本的な考え方】 

 

 

 

【具体的な方策】 

 

 

 

・柏原東小学校の学校規模の課題を解消するためには、柏原小学校と統合 

 することが望ましい。統合された学校規模は、平成 33年度（現 0歳児が 

 小学校に入学する年度）で児童数 758名、学級数 22学級であり、適正規 

 模で推移する。 

・両校の校地校舎の現状を踏まえると、比較的敷地面積が広い柏原小学校 

 に柏原東小学校を統合することが望ましい。 

・通学上の安全確保について、今後充分に検討することが望ましい。 

 

 

 

 

・柏原中学校区として、これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成果 

を生かし、今後さらにその教育内容を充実させるために、施設一体型小 

中一貫教育校の設置を検討することが望ましい。 

・新たに施設一体型小中一貫教育校を柏原中学校区に設置すると仮定する 

と、平成 33年度には児童・生徒数約 1,120名、学級数 32学級と予想さ 

れる。その内訳をみると小学校 22学級、中学校 10学級となり、小学校、 

中学校共に適正規模で推移する。 

・校地校舎の現状を踏まえると、柏原中学校の敷地内に施設一体型小中一 

貫教育校を新たに建設することが望ましい。新設校では、教育条件の整 

備に最大限努めていただくことを期待する。 

・なお、今後の検討にあたっては、学校教育法の改正により新たな学校と 

して規定された「義務教育学校」の設置も考慮されたい。 

 

 

 

  ・統合を行うにあたっては、保護者や地域住民等に対して、広く情報を提 
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供し、丁寧な説明や意見の収集を行うなど、きめ細かな配慮のもとに協 

議を進めることで、充分な理解と協力を得ることが望ましい。 

  ・統合後の学校には、旧小学校や旧中学校がこれまで培ってきた歴史と成 

果を引継ぎ、統合についての合意形成を図りながら教育環境の充実につ 

いて検討することが望ましい。 

  ・学校は、地域社会と深い結びつきを持っており、地域の防災やスポーツ、 

文化活動等の拠点としての機能を持っている。統合を行うにあたっては、 

地域活動の拠点としての学校の在り方について充分検討すると共に、地域 

活動が後退することのないように配慮することが望ましい。 

  ・跡地利用は、地域住民の参画による体験活動や学習活動を実施するなど、 

社会教育の一環としての活用を検討されたい。 

 

 

(２)堅上中学校区  

 ①現状と課題 

  学校規模 

・堅上中学校区は、市内全域から通学が可能な小規模特認校（全 

学年単学級、各学年 20名定員）である。毎年児童・生徒を募 

集しているので、今後の正確な児童・生徒数の推移を予測する 

のは難しい。 

・本来の堅上小・中学校区内の 1歳児から 6歳児の人数は極端に 

少ない。小規模特認校として、市内全域からの入学・転入学児 

童・生徒人数が、今後の堅上小・中学校の学校規模に大きく影 

響することが予想される。 

・小学校が小規模特認校となった平成 18年度から平成 27年度ま 

での児童・生徒数は、増減を繰り返しながらも徐々に減少して 

いる。 

       

  通学条件 

・本来の堅上小・中学校区の通学の道のりは、最長で約 2.8ｋｍあ 

る。また、急な傾斜が多く、児童・生徒にとって負担は少なく 

ない。 

・通学路は、街灯や人どおりが少ない場所が多い。また、小・中 

学校前の通学路である本堂・高井田線は、交通量はそれほど多 

くないが、道幅が狭いためガードレールの取り付けができない。 

曲がり角が多く、見通しが悪いため、通学には注意が必要であ 
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る。また、猿やイノシシなども出没する。そこで、集団での登 

下校（小学校）、保護者のお迎え、見守り隊による登下校指導、 

警察との連携等、安全対策を図っている。 

・本来の通学区域以外から通学する小学生は通学距離が長いため、 

スクールバスの利用を認めている。本来の通学区域以外から通 

学する中学生は、徒歩や、循環バス以外の公共交通機関を利用 

して通学している。 

 

  通学区域と地域社会 

・堅上小学校と堅上中学校の 1小 1中校区である。 

・本来の堅上小・中学校区は、柏原市の面積のおよそ 3分の 1あ 

り、全域が山間部に位置する。 

・小規模特認校なので、市内全域が通学区域である。 

・堅上中学校で、年数回、堅上中学校区健全育成会が開催され、 

地域や学校の出来事の情報交換や、児童・生徒の防犯対策につ 

いて話し合いが行われている。また、地域のふれあい行事「堅 

上フェスタ」を実施している。 

・堅上小学校では、年数回、堅上中学校区健全育成会の各団体に 

よる「わくわく広場」が実施され、地域の方々との交流活動を 

行っている。 

・地元の方々の協力と豊かな自然環境により、全児童によるサツ 

マイモ作り、ぶどう作り、米作り、森林伐採等、様々な体験活 

動が成り立っている。 

・幼小中合同体育大会は、堅上地区の体育大会として、老人ホー 

ムの方々や地域の方々を招き、競技にも参加していただいてい 

る。 

 

  歴史的経緯 

・堅上中学校は、昭和 23年度柏原町立堅上中学校として、堅上 

小学校内に創立された。 

・堅上小学校は、明治 41年、中河内郡堅上尋常小学校として創立 

された。 

・平成 15年度、堅上小学校は全校児童 61人になり、初めて一部 

の学年で複式学級規模になったことで、保護者、地域から児童 

数減少への対応を求められた。そこで教育委員会は、「堅上地区 

学校教育検討会議」を立ち上げ、「堅上地区の地域の活性化や学 
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校教育に関する基本的な方策について」の検討を重ねた。 

・「堅上地区学校教育検討会議」の報告を受け、平成 17年 7月、 

教育委員会は「柏原市立堅上小学校、堅上中学校通学区域審議 

会」を設置し、「堅上小学校、堅上中学校の通学区域の拡大につ 

いて」を諮問した。 

・教育委員会は、審議会の答申を得て「地域の活性化や教育条件 

の充実のため、堅上小学校は平成 18年 4月 1日から、堅上中学 

校は平成 19年 4月 1日から小規模特認校とし、通学区域を市内 

全域に拡大することにより学校を存続させる」ことを最終決定 

した。 

・堅上小学校の特認生は、平成 18年度は 30名転入学した。毎年 

増減を繰り返しながらも増加傾向にあり平成 27年度には 42名 

の特認生が在籍する。堅上中学校の特認生は、平成 19年度は 9 

名転入学した。その後増加傾向にあり、平成 23年度から平成 27 

年度までは、およそ 20名前後が在籍している。 

 

小中一貫教育 

・平成 19年度の小規模特認校開校時より 1小 1中で施設分離型小 

中一貫教育に取り組んでいる。 

・小規模特認校開校時から、①少人数指導（全学年 20名程度）に 

よるきめ細かな指導で学力を向上 ②堅上独自の新しい教科 

「表現科」や小学校１年生からの「えいご科」をとおして、表 

現する力（コミュニケーション能力）を育成 ③全校遠足やな 

かよし団活動、幼・小・中合同体育大会など、学年の枠を超え 

た取り組みの推進で個性を伸ばす教育を充実させている。 

・「堅上小中学校」として内外に発信している。 

 

  耐 震 化 

・堅上小・中学校は、平成 2 年・3 年に新耐震基準で建設された。 

 

  防災施設 

・堅上小学校は、雁多尾畑地区の指定避難場所（洪水と土砂災害 

は除く）であるが、ほぼ全域が土砂災害警戒区域である。 

・堅上中学校は、雁多尾畑地区の指定避難場所（洪水は除く）で 

あるが、運動場の一部が、土砂災害警戒区域に含まれている。 
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堅上小・中学校は、当面は現状を維持し、施設分離型小中一貫教育の

教育効果を一層高める取り組みの推進を図る。 

将来的には施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

 

(a)小規模特認校制度を継続し、特色ある取り組みの推進で教育効果を高

める方策を検討する。 

(b) 将来的には堅上中学校区を対象とし、小中を統合した施設一体型小中 

一貫教育校の設置について検討する。 

(c)検討すべき課題 

 ②今後の適正規模・適正配置についての方策 

 【基本的な考え方】 

 

 

 

 

 

【具体的な方策】 

 

：  

・小規模特認校制度を採り入れ、特色ある取り組みを実施していることか 

ら、堅上小・中学校は、市内外から一定のニーズがある。しかし、1学年 

20名程度の児童・生徒数に満たない学年があることから、今後、ホーム 

ページ等で広く周知し、児童・生徒数の増加を図る必要がある。市内の 

特色ある学校として存続させることが望ましいので、通学区域の見直し 

や統合は行わない。 

・堅上小・中学校は、山村地域にあるため、他地域に比べ、地元のコミュ 

ニティーの核としての性格が一層強く、地域の活性化の観点からも存続 

させることが望ましい。 

  ・通学条件については、引き続き関係諸機関と連携をとりながら、安全対 

策の充実を図る必要がある。 

 

 

 

  ・土砂災害警戒区域内に学校がない方が望ましいことから、堅上中学校に 

堅上小学校を統合した小中一貫教育校の設置を検討することが望ましい。 

・これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成果を生かし、今後さらに 

その教育内容を充実させるために、施設一体型小中一貫教育校の設置を 

検討することが望ましい。 

 

 

 

・統合を行うにあたっては、保護者や地域住民等に対して、広く情報を提 

供し、情報を共有するとともに丁寧な説明や意見の収集など、きめ細か 
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な配慮のもとに協議を進めることで、充分な理解と協力を得ることが望 

ましい。 

  ・統合後の学校には、旧小学校や旧中学校がこれまで培ってきた歴史と成 

果を引継ぎ、統合についての合意形成を図りながら教育環境の充実につ 

いて検討することが望ましい。 

  ・学校は、地域社会と深い結びつきを持っており、地域活動をはじめ、防 

災やスポーツ、文化活動等の拠点としての機能を持っている。統合を行 

うにあたっては、地域活動の拠点としての学校の在り方について充分検 

討すると共に、地域活動が後退することのないように配慮することが望 

ましい。 

  ・跡地利用は、地域住民の参画による体験活動や学習活動を実施するなど、 

社会教育の一環としての活用を検討されたい。 

 

 

(３)国分中学校区  

 ①現状と課題 

  学校規模 

・国分小学校の児童数は緩やかな減少傾向にあるが、平成 26年度 

から 30年度は一旦増加する。しかし、平成 31年度以降再び減 

少するとみられる。学級数は平成 26年度には 15学級であった 

が、平成 30年度には 18学級まで増加し、それ以降再び減少す 

る。学校規模としては、適正の範囲で推移する。 

・国分東小学校は、平成 12年度の創立以来、概ね減少傾向にある。 

児童数は、平成 31年度以降、ほぼ 100名前後で推移するとみら 

れる。学級数は、平成 21年度以降、全学年単学級であり、小規 

模校である。 

・国分中学校の生徒数は穏やかな減少傾向にあるが、平成 31年度 

以降は増減を繰り返しながら、緩やかに減少するものとみられ 

る。学級数は、平成 30年度には 8学級になるものの、その後 

9学級と 8学級を繰り返すと予想される。 

 

  通学条件 

・通学の道のりは、最長で小学校で 1.7 km、中学校で 2.7 kmであ 

る。学校付近には坂があるが、通学区域全体では坂は比較的少 

なく、児童・生徒の過度な負担にはならない。 

・交通量が多い国道 25 号線が通学区域を南北に分けているため、 
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充分な交通安全対策が必要である。登校時には、車、生徒、国 

分駅の利用者が多数行き交うので、大変危険である。 

・平成 27年度中には、中学校前に新しい歩道橋が設置される予定 

である。 

 

  通学区域と地域社会 

・国分小学校区は、通学区域が南北に細長い。 

      ・国分東小学校区は、通学区域が東西に細長い。 

・国分小学校区は、近鉄大阪線により、旭ヶ丘小学校区と分けら 

れている。また、大和川以北の一部、高井田東地区を校区に含 

んでいるが、指定外就学により堅下南小学校や堅上小学校へ通 

う児童が多い。 

・国分小学校区と国分東小学校区によって、国分市場 1丁目と 2 

丁目、国分東条町がそれぞれ分かれている。 

      ・子ども会は、それぞれの小学校区内に複数ある。両小学校区合 

       同で、学校の施設を使って活動することも多々ある。（グラウン 

       ドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、ドッチボール大会等） 

       小学校区で分かれている子ども会はない。 

      ・自治区が学校区域で分かれているのは、東条町 1・2で国分小学 

校区域と国分東小学校区域に分かれている。また、国分市場 1‐ 

1も、国分小学校区域と国分東小学校区域に分かれている。また、 

高井田区は堅下南小学校区域と国分小学校区域に分かれている。 

 

  歴史的経緯 

・国分小学校は明治 5年、堺県第 25番小学校として創立、国分東 

小学校は平成 12年、国分小学校より分離し創立された。国分中 

学校は、昭和 25年、南河内郡国分町立中学校として創立された。 

 

小中一貫教育 

・平成 24年度の全市展開時より 2小 1中で施設分離型小中一貫教

育に取り組んでいる。 

・それぞれの学校が企画している研究授業や研修会に中学校区内

の教員が参加し、指導方法等の共通理解を図っている。 

・2小 1中で「国分中学校区家庭学習週間～やっとるホーム～」を

設定し、家庭学習の習慣づけに努めている。 

・小・中学校の児童会、生徒会が連携して、いじめ撲滅運動や、
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国分小学校と国分東小学校を統合し、当面は国分中学校と 1小 1中によ

る施設分離型小中一貫教育の一層の充実について検討する。 

将来的には、施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

(a)国分小学校と国分東小学校を統合し、学校規模の適正化について検討

する。 

募金活動の実施、国分駅ベンチの座布団作成、互いの学校へ出

向き朝のあいさつ運動を実施等、活発に交流活動をしている。 

 

  耐 震 化 

・国分小学校、国分中学校は今年度の改修で、全建物の耐震化工 

     事が完了する。国分東小学校は、新耐震基準で建設されている。 

 

  防災施設 

・国分小学校と国分中学校は、どちらも敷地の一部が土砂災害警 

戒区域に入っているが、比較的近鉄国分駅にも近い指定避難場 

所になっている。 

・国分東小学校は、土砂災害危険区域内にあることから、土砂災 

害以外の災害の指定避難場所になっている。  

 

②今後の適正規模・適正配置についての方策 

【基本的な考え方】 

 

 

 

【具体的な方策】 

 

 

・国分東小学校を適正規模にするためには、国分小学校と統合する方策が 

考えられる。その際の学校規模は、平成 33年度で、児童数 606名、学級 

数 18学級であり、適正規模である。 

・国分東小学校は、土砂災害警戒区域内にあることから、移転が望ましい。 

国分中学校区に新しく敷地を確保することは難しいと考えられるので、 

国分小学校へ統合することが現実的である。 

・国分小学校へ統合した場合には、国分東条町の東側の児童は通学路が約 

2.7 kmになる。3 km以内ではあるが、国道 25号線を横断する児童もおり、 

低学年児童の負担や安全面等、一定の配慮が必要である。 
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(b)将来的には国分中学校区を対象とし、小中を統合した施設一体型小中

一貫教育校の設置について検討する。 

(c)検討すべき課題 

 

・国分中学校区として、これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成果 

を生かし、今後さらに小中一貫教育の教育内容充実の方策について検討 

する必要がある。 

・新たに施設一体型小中一貫教育校を国分中学校区に設置すると、平成 33 

年度には、児童・生徒数約 920名、学級数 27学級と予想される。その内 

訳をみると、小学校 18学級、中学校 9学級となり、小学校、中学校とも 

に適正規模で推移する。 

  ・施設一体型小中一貫教育校の設置には用地の確保等、未確定な要素が多

いが、具体化に向けて検討し、将来的には実現されたい。 

  ・なお、今後の検討にあたっては、学校教育法の改正により新たな学校と 

して規定された「義務教育学校」制度の活用も考慮されたい。 

 

 

・小・小の統合や施設一体型小中一貫教育校への統合にあたっては、保護 

者、地域住民等に対して、広く情報を提供し、丁寧な説明や意見の収集 

を行うなど、きめ細かな配慮のもとに協議を進めることで、充分な理解 

と協力を得ることが望ましい。 

・統合後の学校には、旧小学校や旧中学校がこれまで培ってきた歴史と成 

果を引継ぎ、統合についての合意形成を図りながら教育環境の充実につ 

いて検討することが望ましい。 

・統合により生じた学校跡地の活用は、地域住民の参画による体験活動や 

学習活動を実施するなど、社会教育の一環としての活用を検討されたい。 

  ・学校は、地域社会と深い結びつきを持っており、地域活動を始め、防災 

やスポーツ、文化活動等の拠点としての機能を持っている。統合を行う 

にあたっては、地域活動の拠点としての学校の在り方について充分検討 

すると共に、地域活動が後退することのないように配慮することが望ま 

しい。 

・国分中学校の学校規模は、平成 33年度で適正規模の下限である。今後も 

柏原市全体で、生徒数は減少傾向にあることから、引き続き社会情勢や 

人口推計の変化に注目し、将来的には隣接中学校との通学区域の見直し 

など、適正規模、適正配置の再検討をすることが望ましい。 
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(４)堅下北中学校区  

 ①現状と課題 

  学校規模 

・堅下小学校の児童数は平成 28年度までは緩やかな減少傾向にあ 

るが、平成 29年度から平成 32年度までは増加傾向になる。 

学級数は平成 24年度からは過去最少の 13学級となったが、平 

成 30年度から平成 33年度以降は 14学級と増加する。学校規模 

としては、適正規模である。 

・堅下北小学校の児童数は平成 29 年度までは減少傾向にあるが、 

平成 30年度以降は増加傾向が続く。学級数は、平成 27年度は 

過去最少の 9学級であったが、平成 28年度から平成 30年度ま 

では 10学級、平成 31年度に 11学級となる。学校規模としては、 

小規模校の上限である。 

・堅下北中学校の生徒数は減少傾向にあるが、平成 32年度以降は 

増減を繰り返しながら、緩やかに増加するものとみられる。学 

級数は、平成 29年度には過去最少の 9学級が平成 37年度まで 

続き、その後増加傾向にある。学校規模としては、適正規模の 

下限である。 

 

  通学条件 

・通学の道のりは、最長で小学校で 1.0km、中学校で 1.8kmであ 

る。通学区域の東側は山の麓であり坂が多い、西側の平野部に 

坂は少ない。住居地により異なるが、概ね児童・生徒の過度な 

負担にはならない。 

・交通量が比較的多い旧国道 170号線が通学区域を南北に分けて 

いるため、充分な交通安全対策が必要である。坂道での自転車 

事故も少なくない。 

 

  通学区域と地域社会 

・堅下小学校区は、東の高尾山山頂を含む山の麓に位置する。 

      ・堅下北小学校区は、堅下北中学校区の約 4分の 1の面積で、校 

区の北西に位置している。 

      ・堅下小学校区と堅下北小学校区によって、法善寺 2丁目が分け 

られている。法善寺 2丁目第 1区から第 3区が堅下小学校区、 

第 4区が堅下北小学校区にある。 

・自治区が通学区域で分けられているのは法善寺 1丁目第 2区 
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で、柏原東小学校区と堅下北小学校区に分けられている。 

      ・子ども会は、それぞれの小学校区にある。小学校区ごとで集ま 

り、学校のグラウンドで活動することもある。（校区スポーツ大 

会、運動会、ソフトボール大会、グラウンドゴルフ・お別れ会 

等）小学校区で分けられている子ども会はない。 

 

  歴史的経緯 

・堅下小学校は明治 5年、堺県 17区郷学校として創立、堅下北小 

学校は昭和 49年、堅下小学校より分離して創立、堅下北中学校 

は昭和 51年、柏原中学校より分離して創立された。 

      ・堅下小学校は、平成 27年の夏に卒業生による寄付で全普通教室

に空調機器が設置された。 

 

小中一貫教育 

・平成 23年度より 2小 1中のモデル校として、施設分離型小中 

一貫教育に取り組んでいる。 

・幼児・児童・生徒の交流として、北中散歩（幼中）、リーダー研 

修（小中）、クラブ体験（小）、共同募金（小中）等を実施して 

いる。 

・保護者向け広報誌「つながり」を中学校区内の 3校合同で発行 

している。 

・各校の生活指導担当教員の交流会を定期的に実施。学校のルー 

ルの共通認識を図り、中 1ギャップを防ぐ。 

・3校合同の保護者の活動として、交通安全指導、夜間巡視、教育 

講演会、スポーツ活動等を実施し、交流を深めている。 

 

  耐 震 化 

・堅下小学校、堅下北小学校、堅下北中学校は既に全建物の耐震 

化工事が完了している。 

 

  防災施設 

・堅下小学校は、土砂災害危険区域内にあることから、土砂災害 

以外の災害の指定避難場所になっている。 

      ・堅下北小学校は、指定避難場所になっている。 

      ・堅下北中学校は、校舎の一部が土砂災害危険区域内にあること 

から、土砂災害以外の災害の指定避難場所になっている。 
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堅下小学校、堅下北小学校、堅下北中学校は、当面は現状を維持し、堅

下北中学校区において進めてきた施設分離型小中一貫教育の一層の充実

について検討する。 

(c)検討すべき課題 

      ・堅下北中学校区には、いくつか指定避難場所はあるが、土砂災 

害の影響が少ない大型な指定避難場所は、堅下北小学校と堅下 

北コミュニティ会館、堅下合同会館である。 

 

 ②今後の適正規模・適正配置についての方策 

【基本的な考え方】 

【具体的な方策】 

 

 

 

・堅下北小学校は、現在 11学級で小規模校の上限であるので、学校規模 

 の適正化について検討する必要がある。しかし、今後 6年間、児童数の 

増加が見込まれることから、当面、通学区域については現状を維持する。 

 

 

 

 

・これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成果を生かし、今後さらに 

その教育内容を充実させるために、当面は施設分離型小中一貫教育の推進 

を検討することが望ましい。 

 

    

 

・堅下小学校、堅下北中学校（校舎の一部）は、土砂災害警戒区域内にあ 

ることから、その解消が望まれる。 

・今後 6年間、柏原市内の小・中学校で堅下小学校と堅下北小学校の 2校 

のみ、児童数が増加傾向にある。しかし、柏原市全体では児童数は減少 

傾向にあることから、引き続き社会情勢や人口推計の変化に注目し、将 

来的には小学校の統合や施設一体型小中一貫教育校の設置を含めた学校

規模・学校配置の再検討をすることが望ましい。 

 

(a)堅下小学校、堅下北小学校の通学区域は、児童数増加傾向にあるため現

状を維持する。 

(b)堅下北中学校区を対象とし、施設分離型小中一貫教育の一層の充実につ

いて検討する。 
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(５)堅下南中学校区  

 ①現状と課題 

学校規模 

・堅下南小学校の児童数は、平成 31年度までは、ほぼ同じである 

が、平成 32年度からは減少傾向にある。しかし、学校規模とし 

ては、適正規模の範囲で推移する。 

・堅下南中学校の生徒数は、平成 31年度までは、減少傾向が続く 

が、その後平成 33年度までやや増加傾向にある。学級数は、常 

に 6学級で推移し、小規模校である。 

 

通学条件 

・通学の道のりは、最長で小学校で 3.0km、中学校で 2.8km である。 

通学区域全体で坂は比較的多く、児童・生徒の負担になっている 

と思われる。 

・平成 17年度より、通学距離の長い青山台地区や武田塾の低学年 

児童対象にスクールバスを運行している。また、平成 26年度よ 

り、高井田分校閉校に伴い、新たに分校校区の 1、2年生にもス 

クールバスの乗車を認めている。 

・旧国道 170号線や近鉄大阪線、ＪＲ大和路線が通学区域内を通っ 

ているため、充分な交通安全対策が必要である。 

 

通学区域と地域社会 

・堅下南小学校と堅下南中学校の 1小 1中校区である。 

・柏原東小学校区によって、太平寺 1丁目が分けられている。 

・国分小学校区によって、高井田が分けられている。 

・子ども会は、複数ある。合同で校区大会や歓送迎会で小学校の 

グラウンドで活動している。 

・自治区が学校区域で分かれているのは、高井田区で国分小学校 

区域により分けられている。また、太平寺 1丁目第 1区は柏原 

東小学校区域により分けられている。 

・堅下南小・中学校校区内にある児童自立支援施設：大阪府立修 

徳学院内に入っている児童・生徒のための学校として、同施設 

に柏原市立桜坂小・中学校が平成 25年度に創立された。 

 

歴史的経緯 

・堅下南小学校は昭和 52年、堅下小学校から分離して創立された。 
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・堅下南中学校は、昭和 58年、柏原中学校と堅下北中学校がそれ 

ぞれ一部分離して創立された。 

・堅下小学校区内にあった、堅下小学校高井田分校は、昭和 52年の 

堅下南小学校創立に伴い、堅下南小学校高井田分校と改名された。 

・山間にある堅上小・中学校が一貫教育校として設置された 3年後 

の平成 22年 4月に、堅下南小中一貫教育校が設置された際、健全 

育成会も一つになり、地域の連帯感は強い。 

・これまで堅下南中学校へは堅下南小学校と、堅下小学校から入学 

していたが、小中一貫校開校にともなって、堅下南小学校の校区 

からだけに改編された。 

・堅下南小学校高井田分校は、児童数の減少のため、平成 25年度末 

で閉校となった。 

 

小中一貫教育 

・平成 22年度より平地部のモデル校として、1小 1中で施設分離型 

小中一貫教育に取り組んでいる。 

・他の中学校区と異なり、道路を挟んだ隣接型となっている。 

・小・中合同遠足、6年生の中学校１日授業体験、支援学級のデイ 

キャンプを実施するなど、1小 1中を生かした特色ある取り組み 

を行い、「堅下南小中学校」として内外に発信している。 

・中学校区で一つの健全育成会、小・中合同で学校評議員会を開催、 

地域活動でも小・中のＰＴＡが協働するなど、保護者・地域での 

連携が進んでいる。 

 

耐 震 化 

・堅下南小学校は、耐震化工事は完了している。堅下南中学校は、 

新耐震基準で建設されている。 

 

防災施設 

・堅下南中学校は、敷地の一部が土砂災害警戒区域に入っているこ 

とから、土砂災害以外の災害の指定避難場所になっている。 

・堅下南小学校は、指定避難場所になっている。 

・どちらも、市役所や近鉄安堂駅に比較的近い場所に位置する。 
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堅下南小・中学校は、当面は現状を維持し、施設分離型小中一貫教育の

教育効果を一層高める取り組みの推進を図る。 

将来的には施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

(a)これまでに進めてきた 1小 1中での施設分離型小中一貫教育の一層の充

実について検討する。 

(b)将来的には堅下南中学校区を対象とし、小中を統合した施設一体型小中

一貫教育校の設置について検討する。 

②今後の適正規模・適正配置についての方策 

【基本的な考え方】 

 

【具体的な方策】 

・堅下南中学校は小規模校であるが、校区は広く、通学の道のりが生徒の 

負担となっていることから、さらに大きな負担となる他の中学校への統 

合等は、考えにくい。 

・堅下南中学校区として、これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成 

果を生かし、今後さらに小中一貫教育の教育内容を充実させる方策につい 

て検討する必要がある。 

 

 

 

 

・施設を一体にすることにより、小中学校全体として集団規模を確保しなが 

ら、異年齢交流を充分に行うことで、社会性を養うなど、小中一貫教育の 

特性を生かすことが望ましい。 

・校地校舎の現状を踏まえると、施設一体型にするためには、土砂災害警戒 

地域にある堅下南中学校の校舎を堅下南小学校の敷地に建てることが考え

られる。新たに施設一体型小中一貫教育校を設置すると、平成 33年度には、

児童・生徒数約 495名、学級数 18学級と予想されるが、その内訳を見ると、

小学校 12学級、中学校 6学級となる。 

・なお、今後の検討にあたっては、学校教育法の改正により新たな学校とし 

て規定された「義務教育学校」制度の活用も考慮されたい。 

 

 

 

・施設一体型小中一貫教育校を設置する場合、保護者や地域住民に広く情 

 報を提供し、丁寧な説明や意見の収集を行うなど、きめ細かな配慮のも 

とに協議を進めることで、充分な理解と協力を得ることが望ましい。 

・今後も柏原市全体で、児童・生徒数は減少傾向にあることから、引き続 

(c)検討すべき課題 
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 き社会情勢や人口推計の変化に注目し、将来的には隣接校との通学区域 

 の見直しや統合など、適正規模、適正配置の再検討をすることが望まし 

い。 

・小中一貫教育の推進に施設一体化は大きな効果があると考えられるが、 

 堅下南小・中学校の場合は、道路を挟んだいわゆる隣接型であり、取り 

組みを充実・発展させる余地はまだあると考えられる。将来的には中学 

校の再編を計画するなど大きな変化も考えられることから、充分な考察 

と長期的な計画のもとに進めることが求められる。 

 

 

(６)玉手中学校区  

 ①現状と課題 

学校規模 

・玉手小学校の児童数は、増減を繰り返しながらも減少傾向にあ 

る。平成 27年度には児童数が 522名いるが、平成 33年度には 

377名と 150名ほど大幅に減少すると見込まれる。学級数は平 

成 27年度は 18学級であるが、平成 33年度には 13学級まで減 

少する。学校規模としては適正であるが、将来もこの傾向が続 

くと小規模校になる可能性がある。 

・旭ヶ丘小学校の児童数は、増減を繰り返しながらも減少傾向に 

ある。児童数は、平成 27年度で 417名であるが、平成 33年度 

では 369名に減少すると見込まれる。学級数は、平成 28年度か 

ら平成 33年度まで 12学級である。学校規模は適正規模の下限 

で推移する。 

・玉手中学校の生徒数は、増減を繰り返しながらも減少傾向にあ 

る。平成 27年度には、生徒数が 518名いるが、平成 33年度に 

は 417名と中学校区では一番減少人数が多い。学級数は、徐々 

に減少し、平成 33年度には 11学級になると見込まれている。 

学校規模としては、適正規模で推移する。 

 

通学条件 

・通学の道のりは、最長で小学校で 1.5km、中学校で 2.6km である。 

通学区域内に玉手山があることから、居住地によっては毎日の通 

学が負担になる児童・生徒もいる。 

 ・住宅地の中に府道が複数本走っており、充分な安全対策が必要で 

 ある。 
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通学区域と地域社会 

・玉手小学校区は、通学区域が南北に細長い。 

・旭ヶ丘小学校区は、通学区域が東西に細長い。 

・子ども会は、それぞれの小学校区内にある。子ども会合同で、学 

校の施設で活動することも多々ある。（スポーツカーニバル、ソ 

フトボール、盆踊り大会、クリーン宣言等）小学校区で分かれて 

いる子ども会はない。 

・自治区が学校区域で分かれているのは、円明町第 2区で玉手小学 

校区域と旭ヶ丘小学校区域に分かれている。 

 

  歴史的経緯 

・玉手小学校は、昭和 48年に国分小学校から分離して創立、旭ヶ 

丘小学校は、昭和 56年に国分小学校と玉手小学校からそれぞれ 

一部分離して創立、玉手中学校は、昭和 60年に国分中学校から 

分離して創立された。 

 

小中一貫教育 

・平成 24年度の全市展開時より 2小 1中で施設分離型小中一貫教 

育に取り組んでいる。 

・幼・小・中の教員が教科ごとのカリキュラムを検討し、子どもた 

ちのつまずきを無くす学習指導を進めている。 

・年度末に各校園の全教職員が集まり、1年間の取り組みの報告や 

総括を行い、共通理解を図っている。 

・小・中クラブ交流会や、園児の小学校授業体験、幼稚園、保育園 

児と保護者を招いて中学校吹奏楽部のクリスマスコンサート開催、 

3校合同フェスタ等、園児、児童、生徒の交流活動を活発に行って 

いる。 

 

  耐 震 化 

・玉手小学校、旭ヶ丘小学校は、耐震化工事が完了しており、玉手 

中学校は、新耐震基準で建設されている。 

 

  防災施設 

・玉手小学校は、土砂災害以外の指定避難場所になっている。 

・旭ヶ丘小学校は、指定避難場所になっている。 

・玉手中学校は、洪水以外の指定避難場所になっている。 
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玉手小学校、旭ヶ丘小学校、玉手中学校は、当面は現状を維持し、玉手

中学校区において進めてきた施設分離型小中一貫教育の一層の充実につ

いて検討する。 

 

(b)玉手中学校区を対象とし、施設分離型小中一貫教育の一層の充実につ

いて検討する。 

 

(c)検討すべき課題 

 ②今後の適正規模・適正配置についての方策 

【基本的な考え方】 

 

 

 

 

 

【具体的な方策】 

 

 

・玉手小学校、旭ヶ丘小学校や玉手中学校は、児童数が減少しているが、 

平成 33年度までは適正規模で推移していると見られるため、当面通学 

区域は現状を維持する。 

・玉手中学校区として、これまで蓄積してきた小中一貫教育の実践と成果 

を生かし、今後さらに教育内容を充実させる方策について検討する必要 

がある。具体的には、小中の通学区域の現状を維持しつつ、施設分離型 

による小中一貫教育の推進を検討されたい。 

・校地校舎の現状から、現在の敷地に新しい施設一体型小中一貫教育校を 

建設することは難しい。また、通学区域内で新たに敷地を確保すること 

も難しい。 

 

    

 

・住民基本台帳からみる平成 33年度までの児童・生徒数によると、玉手中 

 学校区は、3校とも適正規模校である。しかし、玉手小学校や玉手中学校 

は児童・生徒数の減少が激しいことが予測されている。さらに今後も柏 

原市全体で、児童・生徒数は減少傾向にあることから、将来的には社会 

情勢や人口推計の変化に注目し、通学区域の見直しや統合を検討するこ 

とが望ましい。 

 

 

 

(a)玉手小学校、旭ヶ丘小学校、玉手中学校の通学区域は現状を維持する。 



- 35 - 

 

おわりに 

 

 本審議会は、昨年 5月に教育委員会からの諮問を受けて、柏原市立小・中学

校の適正規模・適正配置について、13回の審議を重ねました。本答申は基礎的

データとして、現在の住民基本台帳による児童・生徒数の推移を参考にして、

予測できる小学校は平成 33年度まで、中学校は平成 39年度までの数字をもと

に、児童・生徒の教育環境の改善方策として学校の統合整備について言及して

います。 

 その際、学校は児童・生徒を育成するという使命のみならず、地域にとって

の大きな存在であり、前半で論議した基本的な考え方を尊重して、本答申策定

を進めてきたところです。 

 しかし、国立社会保障・人口問題研究所のデータによると、柏原市の人口は

減少することが予想されており、本答申で言及しているとおり、状況に応じて

適当な時期に、改めて適正規模・適正配置についての審議会を立ち上げ、本答

申の更新をしなければならないと考えます。本答申を受けて小中一貫教育の推

進など、行政が施策を進める際には、将来を見据えた上で本答申を活用される

ことが望まれます。 

 最後に本審議会を運営するにあたり、ご尽力いただいた教育委員会事務局に

感謝を申しあげ、答申の結びとします。 

 

 

 

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会 
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〇柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会規則 

平成２７年３月３０日 

教委規則第 1 号 

（趣旨）  

第 1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（平成 24年柏原市条例

第 24号）第 3条の規定に基づき、柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審

議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他審議会について必要な事

項を定めるものとする。 

（任務） 

第 2条 審議会は、柏原市教育委員会（以下「委員会」という。）の諮問に応じ

て、柏原市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置について調査、審議

し、意見を付して答申するものとする。 

（組織） 

第 3条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

2  委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱又は任命する。 

（1） 学識経験者 

（2） 公共的団体等の代表者 

（3） 柏原市立小学校及び中学校の校長の代表者 

（4） 前各号ほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から当該諮問に係る答申を行う日

までとする。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3  前条第 2項第 2号及び第 3号までに掲げる委員については、その職を失った

場合においては、委員の職を失う。 

（会長及び副会長） 

第 5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

資料① 
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（会議） 

第 6条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（関係者の出席） 

第 7 条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係者

の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第 8条 審議会の庶務は、委員会事務局において行う。 

（委任） 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

1 この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 この規則施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまで

の審議会の会長の職務は、委員会の委員長が行う。 
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（敬称略）

備考

会長

副会長

柏原市ＰＴＡ協議会　代表

公共的団体等
の代表者

茨　木  英　夫 柏原市区長会　代表

学識経験者

島　　　善　信 大阪教育大学　特任教授

藤　村　裕　爾 大阪大谷大学　特任教授

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会委員名簿

氏　　名 所　　属

松　永  栄　三 柏原市区長会　代表

辰　巳　幸　男 柏原市地区福祉委員会　代表

市立小学校
及び中学校の

校長

浦　上　　　隆 柏原市小学校校長会　代表

小　川　弘　恭 柏原市中学校校長会　代表

水　原　真　証

今　水　栄　一

柏原市ＰＴＡ協議会　代表

柏原市青少年指導員協議会　代表

平　田　和　男 柏原市子ども会育成連絡協議会　代表

興　梠　義　幸

資料②



- 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議 開催日 検討内容等

第1回 平成27年5月27日

・委員委嘱
・会長、副会長の選出
・諮問事項の説明
・今後のスケジュール
・市立小・中学校規模等に関わる現状について

第2回 平成27年6月16日 ・学校規模等の適正化について検討する際の視点について

第3回 平成27年7月7日
・学校規模等の適正化について検討する際の視点について
・適正な学校規模について

第4回 平成27年8月4日
・適正な学校規模について
・適正な学校配置について

第5回 平成27年9月10日
・柏原市の小中一貫
・中間答申（案）の検討

第6回 平成27年9月29日 ・中間答申（案）の検討

中間答申 平成27年10月6日 ・教育委員会への中間答申（会長より）

第7回 平成27年10月20日 ・中学校区の適正配置について

視　察 平成27年10月30日
・京都市立東山泉小中学校（西学舎・東学舎）
・凌風学園　京都市立凌風小中学校

第8回 平成27年11月10日 ・中学校区の適正配置について

第9回 平成27年12月1日 ・中学校区の適正配置について

第10回 平成27年12月17日 ・中学校区の適正配置について

第11回 平成28年1月12日 ・答申（案）について

第12回 平成28年2月9日 ・答申（案）について

第13回 平成28年3月4日 ・答申（案）とりまとめ

答　申 平成28年3月25日 ・教育委員会への答申（会長より）

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会の審議経過

資料③
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柏 教 委 第 2 7 3 号 

平成 27年 5月 27日 

柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会 

会長 様 

柏原市教育委員会 

 

諮問書 

 

柏原市教育委員会は、柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会に対し

て、次の項について諮問する。 

 

記 

 

１． 諮問事項   

(1)市立小・中学校の学校規模・学校配置の適正化についての基本的な考 

え方に関すること 

 

(2)小中一貫教育を推進する観点からの市立小・中学校の適正規模・適正 

配置の方策に関すること 

 

 

２． 理  由  全国的に少子化の進む中、本市においても児童・生徒の数 

が年々減少し、その傾向は今後も続くと思われます。 

一方、本市には土砂災害警戒区域に指定されている学校が 

多いため、移転・再編等も視野に入れた今後の学校整備を検 

討する状況にあります。 

また、全市的に幼小中一貫教育を推進している本市として、 

一体型校舎の建設について、今後の基本的な方策を立てる必 

要があります。 

そこで、本市立小・中学校において、より良い教育環境を 

        整備し、充実した学校教育を実現するため、学校規模等の適 

        正化について検討する必要があります。 

このような状況を受けて、本市立小・中学校の適正規模・ 

適正配置についてご意見を伺うものです。 

○写  
資料④ 



柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会答申（概要版） 

柏原市教育委員会は、柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会に対して下記の諮問事項と理由

を示し、市立小・中学校の適正な規模や適正な配置について審議していただきました。 

 

諮問① 市立小・中学校の学校規模・学校配置の適正化についての基本的な考え方に関すること。 

諮問② 小中一貫教育を推進する観点からの市立小・中学校の適正規模・適正配置の方策に関すること。 

理 由  全国的に少子化の進む中、本市においても児童・生徒の数が年々減少し、その傾向は今後も続 

くと思われます。一方、本市には土砂災害警戒区域に指定されている学校が多いため、移転・再 

編等も視野に入れた今後の学校整備を検討する状況にあります。 

また、全市的に幼小中一貫教育を推進している本市として、一体型校舎の建設について、今後 

の基本的な方策を立てる必要があります。 

そこで、本市立小・中学校において、より良い教育環境を整備し、充実した学校教育を実現す 

るため、学校規模等の適正化について検討する必要があります。 

このような状況を受けて、本市立小・中学校の適正規模・適正配置についてご意見を伺うもの 

です。 

答 申 概 要 

１．学校規模・学校配置の適正化について検討する際の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．柏原市における学校の適正な規模 

 

 

 

 

 

３．適正な配置を考える際の流れと通学距離の目安 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模校 適正規模

小学校 １１学級以下 １２学級以上２４学級以下

中学校 ８学級以下 ９学級以上１５学級以下

本市の学校規模についての考え方（定義）

① 地域とともにある学校 
  ア）教育活動の充実による子どもの育成 

イ）通学条件の整備 
ウ）地域とともに育つ学校づくり、地域活性化に貢献する学校づくり 
エ）自然災害（土砂災害等）に対しての備え 

オ）学校設置や校区編成の歴史的経緯等に留意 
② 小中一貫教育のさらなる推進 

学 校 の 新 築 統 合
・避難所、防災拠点として機能できる配置
・通学条件の整備

学 校 の 統 合

学 校 の 増 築 統 合
・避難所、防災拠点として機能できる配置
・通学条件の整備

学校の適正規模を確保する

・通学条件の整備
→地域コミュニティーのつながりや歴史的経緯を考慮
に入れると、見直しは容易ではない。

通学区域の見直し 隣接校との線引きの見直し

通学距離（徒歩で通学する際の目安）：小学校では、概ね３ｋｍ以内、中学校では概ね４ｋｍ以内



４．適正規模・適正配置を実施する上での留意点 

 学校の再編整備に伴い、通学距離、人間関係、校舎の配置等、当該校の児童・生徒、保護者、地域住

民を取り巻く環境が大きく変わることが予測されます。それらの変化によって生ずる様々な課題と正面

から向き合い、これまでに示した視点を充分考慮し、問題の解消や緩和に向けて取り組むことが肝要で

す。再編整備計画に対する地域住民や保護者の理解と協力を得るために、説明会や懇談会等、様々な機

会を活用するなどして、計画の具体化と推進をていねいに進めることが大切です。緻密な計画の策定と

実施によって、再編整備後の新しい学校における教育活動が円滑に進むことができるように努めなけれ

ばなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

５．各中学校区の基本的な考え方 

【 柏原中学校区 】 

 

 

 

【 堅上中学校区 】  

 

 

 

【 国分中学校区 】 

 

 

 

【 堅下北中学校区 】 

 

 

 

【 堅下南中学校区 】 

 

 

 

【 玉手中学校区 】 

 

 

 

◎柏原小学校と柏原東小学校を統合し、さらに柏原中学校との施設一体型小中一貫教育校の設置につ

いて検討する。 

◎堅上小・中学校は、当面は現状を維持し、施設分離型小中一貫教育の教育効果を一層高める取り組

みの推進を図る。将来的には施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

◎国分小学校と国分東小学校を統合し、当面は国分中学校と 1小 1中による施設分離型小中一貫教育

の一層の充実について検討する。将来的には、施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

◎堅下小学校、堅下北小学校、堅下北中学校は、当面は現状を維持し、堅下北中学校区において進め

てきた施設分離型小中一貫教育の一層の充実について検討する。 

◎堅下南小・中学校は、当面は現状を維持し、施設分離型小中一貫教育の教育効果を一層高める取り

組みの推進を図る。将来的には施設一体型小中一貫教育校の設置について検討する。 

◎玉手小学校、旭ヶ丘小学校、玉手中学校は、当面は現状を維持し、玉手中学校区において進めてき

た施設分離型小中一貫教育の一層の充実について検討する。 



  280517資料（教育総務課 作成）

柏原中学校区学校施設統合整備 PFI事業導入可能性調査結果について

① ＰＦＩ事業の概要

　事業計画：西側敷地校舎配置（仮設校舎なし）

　事業期間：設計・建設期間 ＋ 15年

　事業範囲：設計・建設・維持管理

　工事期間：下表②

　市負担額：下表③

② ＰＦＩ事業　スケジュール

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

　当該事業をＰＦＩ方式で実施した場合、従来方式に比べ市の財政負担の軽減を図ること

ができる。（軽減額約3.8億円）また、民間事業者の創意工夫を発揮させる余地を与える

ことにより性能の向上が期待されることからＰＦＩ方式を導入する意義は十分にある。

７年目

事業者募集・選定等

実施設計

中学校建築工事 中学校
新校舎

小学校建築工事 小学校
新校舎

③ ＰＦＩ事業　市負担額　　※消費税抜きの金額

ＰＦＩ事業による市負担総額　（約95.1億円）

国庫補助
（ 約 9.4 億円 ）

起債償還等負担額（年間）： 0.3 億 ～ 4.7 億円（30年間）

④ ＰＦＩ事業　総合評価

市 実 質 負 担 額（ 約 85.7 億 円 ）
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１ 計画の策定にあたって 

はじめに 

近年、核家族化の進行などにより、家庭での子育ての不安や負担、孤独感が高まってきています。ま

た、共働き世帯が増加し、都市部を中心に保育所待機児童が発生するなど、子どもを取り巻く社会環境

は大きく変化し、その『育ち』に関わる多くの課題が顕在しています。 

そのような状況の中、国では子どもを安心して産み育てられる環境をつくるため、平成 27 年 4 月に

子育て関連 3 法などが本格施行され、子ども・子育てに関する様々な法、制度の整備がなされてきまし

た。 

本市におきましても、将来を担う子どもの『育ち』に関する取組みは最優先課題であると捉え、就学

前教育の機会を保障し、多様化する保育ニーズに対応するため、平成 26 年 8 月に今後の就学前児童の

ための施設の指標としての「公立施設の民営化等による幼保一元化ガイドライン」を策定するとともに、

法善寺保育所の民営化に着手してまいりました。 

さらには、保育所や幼稚園なども含めた子ども・子育てサービスの提供体制の確保に関する計画であ

る「柏原市こども未来プラン（柏原市子ども・子育て支援事業計画）」を学識経験者、保護者、地域及

び市民の代表等で構成する「柏原市子ども・子育て会議」とともに平成 27 年３月に策定しました。 

また、ガイドラインを具体化するに当たり、同会議内の部会である「就学前児童のための教育・保育

施設のあり方検討部会」から、平成 27 年 11 月に「柏原市就学前児童のための教育・保育施設のあり

方に関する提言書」の提出を受けました。 

これらを踏まえ、将来を担う柏原市の子どもたちの健やかな成長と子育て環境の充実に資することを

目的とし、公立幼稚園及び公立保育所の未来への道筋を示すため、「柏原市公立幼稚園及び公立保育所

の再編整備に関する基本計画（案）」を策定いたします。 
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２ 定 義 

(1) 就学前の子どもの認定区分（子ども・子育て支援法第 19 条第 1項関係） 

区 分 対象年齢、想定される世帯構成 利用できる認可施設等 

１号認定 教育標準時間（4 時間） ３～５歳 
専業主婦（夫）家庭 
短時間就労家庭等 

認定こども園・幼稚園 

２号認定 
保育短時間（8 時間） 

３～５歳 共働き家庭等 認定こども園・保育所 
保育標準時間（11 時間） 

３号認定 
保育短時間（8 時間） 

０～２歳 共働き家庭等 
認定こども園・保育所・ 
小規模保育事業所(地域型保育事
業) 保育標準時間（11 時間） 

 ※ 新制度に移行しない私立幼稚園や、事業所内保育所などの認可外施設を利用される場合、上記区分

は適用されません。 

(2) 施設の類型 

種 類 内 容 

幼稚園 
義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のた
めに適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設。 
（学校教育法第 22 条） 

保育所(園) 
本計画書では認可保育所のみを言う。 
保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設。 
（児童福祉法第 39 条） 

小規模保育 
事業所 

原則として、保育を必要とする満 3 歳未満の乳児・幼児の保育を行うことを目的とする施設。 
ただし、利用定員は、6 人以上 19 人以下であるものに限る。 
（児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項） 

認定こども園 

幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っており、教育･保育を一体的に行う施設で、地域の実情
に応じ、以下の４類型の中から選択して認定を受けることができる。 
 

類型 法的性格 内容 

幼保連携型 
学校かつ 

児童福祉施設 

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ

単一の施設として､認定こども園としての機能を果たすタ

イプ 

幼稚園型 
学校 

(幼稚園+保育所機能) 

認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確

保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園として

の機能を果たすタイプ 

保育所型 
児童福祉施設 

(保育所+幼稚園機能) 

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入

れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園と

しての機能を果たすタイプ 

地方裁量型 幼稚園機能+保育所機能 
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設

が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）  

子育て支援ｾﾝﾀｰ 
つどいの広場 

乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報
の提供、助言その他の援助を行うことを目的とする。 
（児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項） 

※ 本計画では、柏原市立幼稚園を「公立幼稚園」、柏原市立保育所を「公立保育所」と表記しています。  
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３ 公立施設の現状と課題・公立施設の役割 
   

(1) 公立施設の現状と課題 

① 保育所の待機児童の増加  

全国的に少子化が進行しているにも関わらず、ライフスタイルの多様化等による共働き世帯の増加

や核家族化の進行等により、保育所を選択する保護者が増えていることから保育所の待機児童が発生

しています。 

本市の場合は、私立保育園では 0 歳児からの入園が可能である一方、公立保育所においては、施設

の構造上、受け入れ可能な年齢が 1 歳 6 か月以上であることから、低年齢児の入所枠が少ないため、

特に 0・1 歳児の待機児童が多く発生しています。 

本市が既に取り組んでいる小規模保育事業所の認可(平成 27年 4月～)や公立保育所の民営化(法善

寺保育所。平成28年4月～)により低年齢児の入所枠を拡大したことで一定の効果が出ているものの、

それでもなお待機児童は解消できないと予測され、「待機児童ゼロ」に向けて今後も取り組みを進め

ていく必要があります。 
 

保育所入所待機児童の状況（月別）                           （単位：人） 

 
平成 26 年度 

クラス年齢 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

０歳児 － － － － 11 人 16 人 25 人 37 人 40 人 46 人 51 人 55 人 

１歳児 12 人 10 人 10 人 6 人 2 人 － 1 人 5 人 6 人 11 人 10 人 7 人 

２歳児 1 人 4 人 5 人 7 人 10 人 3 人 6 人 6 人 9 人 13 人 13 人 15 人 

３歳児 ～ 5 歳児 － － － － － － － － － － － － 

合 計 13 人 14 人 15 人 13 人 23 人 19 人 32 人 48 人 55 人 70 人 74 人 77 人 
 

 
平成 27 年度 

クラス年齢 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

０歳児 － － － － － 1 人 20 人 34 人 44 人 48 人 56 人  64 人 

１歳児 7 人 5 人 6 人 8 人 12 人 13 人 15 人 17 人 18 人 18 人 20 人  21 人 

２歳児 － － － － － － － － － － － － 

３歳児 ～ 5 歳児 － － － － － － － － － － － － 

合 計 7 人 5 人 6 人 8 人 12 人 14 人 35 人 51 人 62 人 66 人 76 人 85 人 
 

前年比 -6 人 -9 人 -9 人 -5 人 -11 人 -5 人 3 人 3 人 7 人 -4 人 2 人  8 人  
 

 
平成 28 年度 

クラス年齢 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

0 歳児 ～ 5 歳児 － － － － － － － － － － － － 

合 計 0 人 － － － － － － － － － － － 
 

前年比 -7 人 － － － － － － － － － － － 
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公立保育所の施設及び入所状況 (※ 他市からの受託児童を含む。)        （平成 28 年４月 1 日現在） 

地区 施設名 
開設 

年 

敷地 

面積 
構造 

定員 

（人） 

入所児数（人） 定員 

充足率 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

柏原 柏原保育所 Ｓ24 922 ㎡ 
鉄骨造平屋建 

軽量鉄骨 2 階建 
90 － 2 15 18 19 21 75 83% 

柏原 柏原西保育所 Ｓ51 1,986 ㎡ 鉄骨平屋建 120 － 10 18 21 18 13 80 67% 

国分 国分保育所 Ｓ27 1,646 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 階建 120 － 3 9 12 22 15 61 51% 

国分 円明保育所 Ｓ28 1,710 ㎡ 鉄骨平屋建 120 － 7 23 28 29 28 115 96% 

堅下 堅下保育所 Ｓ44 1,299 ㎡ 軽量鉄骨造平屋建 120 － 10 18 25 26 28 107 89% 

合計 570 － 32 83 104 114 105 438 77% 

 

私立保育所の入所状況 (※ 他市からの受託児童を含む。)            （平成 28 年４月 1 日現在） 

地区 施設数 
定員 

（人） 

入所児数（人） 
定員 

充足率 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

柏原 0 － － － － － － － － － 

国分 ３ 360 22 54 67 75 78 73 369 103% 

堅下 ４ 425 32 98 77 76 77 74 434 102% 

堅上 ０ － － － － － － － － － 

合計 7 785 54 152 144 151 155 147 803 102% 

 

私立小規模保育事業所の入所状況 (※ 他市からの受託児童を含む。)      （平成 28 年４月 1 日現在） 

地区 施設数 
定員 

（人） 

入所児数（人） 
定員 

充足率 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

柏原 0 － － － － － － － － － 

国分 ２ 37 8 7 9    24 65% 

堅下 ０ － － － － － － － － － 

堅上 ０ － － － － － － － － － 

合計 2 37 8 7 9    24 65% 
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② 公立幼稚園園児の減少 

現在、公立幼稚園の園児数は著しい減少傾向にあり、今後も公立幼稚園の過小規模化は進行するこ

とが予測されます。 

公立幼稚園園児の減少の要因としては、ライフスタイルの多様化等による共働き世帯の増加や核家

族化の進行等により、保育所を選択する保護者が増えていることに加え、市内私立幼稚園では満 3 歳

児からの受け入れを実施していること、更には通園バスの運行、長時間の預かり保育、クラブ活動な

どの多様な教室の開催等をされていることから、公立幼稚園ではなく私立幼稚園を選択する保護者が

多いことが考えられます。 

今後は少子化がさらに進行し、各公立幼稚園において、園児の減少に伴い教育上望ましい集団活動

が実施できる教育環境を確保できなくなることが憂慮されます。 

実際に、園児の減少により平成 28 年 4 月から堅下北幼稚園の新 4 歳児クラスの休級が決定するな

ど、今後も休園・廃園等により地域の幼児教育ニーズを満たせなくなる恐れもあることから、施設の

あり方について速やかに検討を行う必要があります。 
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公立幼稚園の施設及び入園の状況                       （平成 28 年 4 月 1 日現在） 

地区 施設名 
開設 

年 

敷地 

面積 
構造 

定員 

（人） 

入所児数（人） 定員 

充足率 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

柏原 柏原西幼稚園 Ｓ45 2,700 ㎡ 鉄骨平屋建 105   － － 26 16 42 40% 

国分 国分幼稚園 Ｓ44 2,741 ㎡ 鉄骨平屋建 175 － － － － 30 30 60 34% 

国分 玉手幼稚園 Ｓ49 5,299 ㎡ 鉄骨平屋建 175 － － － － 20 24 44 25% 

堅下 堅下幼稚園 Ｓ29 2,576 ㎡ 鉄骨平屋建 175 － － － － 34 19 53 30% 

堅下 堅下北幼稚園 Ｓ49 2,700 ㎡ 鉄骨平屋建 105 － － － － 0 12 12 11% 

堅上 堅上幼稚園 Ｓ47 553 ㎡ 鉄骨平屋建 35 － － － 2 9 3 14 40% 

合計 770 － － － 2 119 104 225 29% 

 

私立幼稚園の入園状況                           （平成 28 年４月 1 日現在） 

施設数 
定員 

（人） 

入所児数（人） 
定員 

充足率 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

2 990 － － 0 
203  

(127) 

270  

(155) 

242  

(137) 

715  

(419) 
72% 

※（ ）内は市内在住園児数 
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③ 施設の老朽化・施設環境  

市内のほとんどの公立幼稚園、公立保育所は、昭和 40 年代又はそれ以前の人口急増期に建設され

た施設で、平成 28 年 4 月には、全ての施設が築年数 40 年を超えることになり、全体的に建設後相

当の期間が経過しており老朽化が進んでいます。 

また、公立幼稚園、公立保育所は駐車場が確保されていないことから、原則自転車・徒歩による送

迎・通園としていますが、保護者の自動車送迎に対するニーズは高く、通園する子どもの状況によっ

ては、自動車での送迎が必要な場合もあり、送迎における施設環境は不十分と言わざるを得ない状況

です。 

以上のことから、施設環境については、今後の維持補修や改築費用などの費用対効果を検証し、ま

た、災害時の対策も踏まえて、子どもたちの安全面を最優先に考え、働く保護者の利便性を確保しつ

つ、見直しを図る必要があります。 

公立幼稚園及び公立保育所の施設営繕経費                          （単位：円） 

  
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

工事費 修繕費(施設) 工事費 修繕費(施設) 工事費 修繕費(施設) 

公立保育所 15,729,000 2,949,539 8,398,850 963,005 4,377,240 2,449,179 

公立幼稚園 18,288,900 1,190,574 6,453,300 1,736,460 658,800 1,227,420 

   ※ 耐震化に関する工事等を除く。 
   

過去 6 か年（H21~H26）の平均 

                                                  

過去 6 か年（H21~H26）の平均を施設数で 

除したもの。 

 

④ 幼稚園・保育所と小学校の接続 

近年、いわゆる「小１プロブレム」が問題化するなか、小学校との円滑な接続が重要視されるよう

になりました。 

また、就学前の教育・保育は、子どもの成長に大きな影響を及ぼすため、乳児期からの豊かな心情

を育む保育を実施するとともに、３歳以上の子どもたちに対しては質の高い幼児教育を提供すること

が非常に重要です。 

本市では、就学前の教育・保育施設と小学校との円滑な接続に向け、子ども同士の交流、職員の合

同研修や就学を控えた子どもたちに対する入学体験（わくわくスタート）等の取り組みを行ってきま

したが、未だ不十分であると考えられます。  

1 年あたり 工事費 修繕費(施設) 合計 

公立保育所 7,172,148 2,176,842 9,348,990 

公立幼稚園 4,913,114 1,531,473 6,444,587 

1 か所あたり 工事費 修繕費(施設) 合計 

公立保育所 1,195,358 362,807 1,558,165 

公立幼稚園 818,852 255,245 1,074,097 
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⑤ 保育士の不足について 

全国的に保育士が不足している中、本市の公立保育所の運営においても、増加する保育ニーズに対

応するための保育士の確保が課題となっています。 

安定した保育所運営を行い、より一層質の高い教育・保育を提供するため、施設の集約化等も含め

た改善により人員の適正配置を検討していく必要があります。 

 

⑥ 運営経費（市の負担）について 

保育所は、公立・私立ともに同じ保育料により同様の保育サービスを提供する施設でありますが、

国・府からの運営負担金は、主に私立保育園を対象として補助されていること等から、公立保育所と

私立保育園では、運営経費（市の負担額）に大きな差が生じています。 

さらに、公立幼稚園と公立保育所の比較においては、児童・園児 1 人当たりの市の負担額に換算す

ると、長時間の保育を実施している公立保育所の負担が少なく、短時間の保育である公立幼稚園の方

が多く負担しているといった逆転現象が起こっています。 

 
  

【保育所・幼稚園における児童１人あたりの市の負担額
．．．．．

比較】（平成 26 年度決算）  (単位：円) 

施設区分 
児童数 

(A) 
運営費 

       児童 1 人あたり 

の市負担額 

(B)/(A) 

市負担 

(B) 

国・府負担 

(C) 
保育料等 

公立保育所 

(6 施設) 
588 513,932,882 392,476,094 5,315,798 116,140,990 667,476 

私立保育園 

(6 施設) 
703 791,771,972 280,129,325 342,932,247 168,710,400 398,477 

公立幼稚園 

(6 施設) 
249 193,750,559 172,350,259 0 21,400,300 692,170 

私立幼稚園 

(2 施設) 
441 60,253,500 45,774,500 14,479,000 

  

  
103,797 

※ 児童数は年間平均 

※ 私立幼稚園に関する運営費は、就園奨励費・保護者補助金等の市が把握している経費のみを計上しています。 
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(2)  公立施設の役割 

公立幼稚園、公立保育所はこれまでと同様に、教育機会の提供や保育の実施は当然のこととして、就

学前教育・保育の質をさらに向上するための取組みを常に行いながら、市内の子育て支援ネットワーク

の核として関係機関や私立施設との十分な連携を図ることにより、柏原市の子どもたちの健やかな成長

を促していく必要があります。 

そのため、以下に掲げる内容は、公立施設として果たさなければならない役割であると考えます。 

 

① 配慮や支援が必要な子どもの受入れ等 

受入れに際し、配慮や支援が必要な子どものセーフティネットとしての役割は公立施設が担う必要

があり、また、子どもたちが市内各施設において、同水準の教育・保育を受けることができるよう先

導的役割を果たす必要があります。 

② 地域における子育て支援の充実 

現在でも市内の保育所や幼稚園は、子育て支援センターやつどいの広場、保健センター、家庭児童

相談室などと連携して子育て支援に関する情報の提供や相談などを実施しており、地域の子育てにお

いてとても重要な役割を担っています。 

未就園児も含めた地域に根差した包括的な子育て支援は、今後も公立施設がそれらの中心的役割を

担い、安心して子育てができる環境を整えていく必要があります。 

③ 幼稚園・保育所と小学校の接続 

小学校も含めた各部局・各施設が連携して子どもの発達や学びの連続性を踏まえたより質の高い教

育・保育を提供するための基礎研究を行い、自らの組織力を生かしてそれらを実践することにより、

小学校への円滑な接続のためのカリキュラムを確立し、市内各施設に浸透させることは、公立施設が

果たすべき役割であると考えます。 
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４ 課題解決に向けた認定こども園への再編 

(1) 課題解決のために 

前述までの課題を解決するためには、以下のような課題解決策が考えられます。 
 

課 題 解 決 策 

保育所の待機児童の増加 
幼稚園と保育所の再編に際し、低年齢児保育に対応できる施設整備を行い、低年齢

児の入所枠の拡大を図ります。 

公立幼稚園園児の減少 
幼稚園と保育所を再編し、教育上望ましい集団活動が実施できる教育環境を確保し、

現在の預かり保育を充実させることで、一時的な保育ニーズにも対応します。 

施設の老朽化・施設環境 

人口動態や将来的な施設の転用も考慮した施設の新築・改築等を実施し、災害対策

や保護者の送迎等の利便性も考慮して施設環境の改善を図り、子どもたちの安全確

保に努めます。 

幼稚園・保育所と 

小学校の接続 

幼稚園教諭や保育士が保育教諭として同じ施設で教育・保育をすることによって、

就学前の子どもの教育・保育の質の向上が見込めます。また、認定こども園として

小学校教諭も含めた研究交流の機会を設けて市内のすべての就学前施設の中心的な

役割を担い、より円滑な接続を実現します。 

保育士の不足について 
幼稚園と保育所を統合することで、集約化に伴う保育教諭の集中配置をし、子ども

たちにとって、より適正となるような人員を配置していきます。 

運営経費（市の負担） 

について 

再編は単なる行政コスト削減のためにするものではなく、経費の軽減を図りながら

待機児童の解消や教育・保育の質の向上を目的としているものです。このため、必

要に応じて民間活力の導入も視野に入れながら多様なニーズに柔軟に対応していき

ます。 

 

以上の解決策に加え、幼稚園と保育所の相互の連携・協力を強化して地域における子育て支援をより充

実させ、教育・保育を総合的に提供していくことが子どもたちや保護者にとって必要不可欠であると考え

ます。 

また、幼稚園と保育所は、それぞれ法律上は異なる目的を持った施設ですが、両施設とも就学前の児童

を対象としており、実態としてはかなり類似した機能が求められていると考えます。 

そこで、柏原市では、既存の公立幼稚園と公立保育所を統合し、これまで長年培ってきた幼児教育・保

育を継承し、子育て環境をより充実させるべく幼保連携型認定こども園への再編を実施していきます。 
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(2) 認定こども園の概要 

① 認定こども園とは 

教育･保育を一体的に行う施設で､幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っており、保護者の就労等

の状況によって転園・退園することなく、同じ施設・同じ環境で小学校進学までそのまま通うことが

できます。また、認定こども園では、子育て支援事業の実施が義務付けられており、地域に根差した

子育て支援を行うことにより、「地域のすべての子育て家庭」に寄り添うことができる施設です。 

 

「認定こども園(内閣府 子ども・子育て本部)http://www.youho.go.jp/index.html」から抜粋   

② 認定こども園、公立幼稚園及び公立保育所の基準等の比較 

区分 認定こども園 公立幼稚園 公立保育所 

法的性格 学校かつ児童福祉施設 学校 児童福祉施設 

内容 
幼保連携型認定こども園教

育・保育要領による教育・保育 
幼稚園教育要領による教育 保育所保育指針による保育 

対象となる 

子ども 

1 号認定(3～５歳) 

2 号認定(3～５歳) 

3 号認定(0～2 歳) 

1 号認定(3～５歳。ただし、堅

上幼稚園以外は 4 歳児から) 

2 号認定(3～５歳) 

3 号認定(1 歳半～2 歳) 

1 日当たりの 

教育・保育

時間 

1 号認定…4 時間程度 

2・3 号認定…原則 8 時間（標

準時間認定は最

長 11 時間） 

それぞれ認定時間を超える場

合は、1 号認定は預かり保育、

2・3 号認定は延長保育を利用 

1 号認定…4 時間程度 

在園時間は食事を含み約 5 時

間 

認定時間を超える場合は預か

り保育を利用 

2・3 号認定…原則 8 時間（標

準時間認定は最

長 11 時間） 

認定時間を超える場合は延長

保育を利用 

入所要件 
1 号認定…要件なし 

2・3 号認定…保護者の就労等 
要件なし 保護者の就労等 

給食の提供 

2・3 号認定は全ての在園児に

対し、栄養価を考慮した食事を

提供 

1 号認定は任意 

提供義務はなし 
全ての在園児に対し、栄養価を

考慮した食事を提供 
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③ 認定こども園、公立幼稚園及び公立保育所の特長並びに配慮が必要な点 

区分 認定こども園 公立幼稚園 公立保育所 

特長 

・保護者の就労の有無やその状

況に関わらず、一貫して同じ

施設に通うことができる。 

・月曜日～土曜日に開所してお

り、原則として夏休み等の長

期の休みはない。 

・低年齢児から長時間の保育が

可能。 

・2 号認定の子どもも学校教育

法に基づく教育を受けられ

る。 

・子育て相談や親子交流の場の

提供などの子育て支援事業の

実施を必須とされており、よ

り地域に根差した子育て支援

の提供ができる。 

・利用に当たっての要件がない。 

・学校教育法に基づく教育を受

けられる。 

・低年齢児から長時間の保育が

可能。 

・月曜日～土曜日に開所してお

り、原則として夏休み等の長

期の休みはない。 

 

配慮が 

必要な点 

・保護者の状況が異なるため、

保護者活動における負担に差

が生じる可能性がある。 

・認定区分により、子どもの在

園時間や入園時期、登園日数

が異なる。 

・教育時間が短いため、保護者

の就労等の状況により、幼稚

園教育を希望していても利用

できない場合がある。 

・土曜日・長期休業中には利用

できない。(一部園の預かり保

育を除く。) 

・保護者の就労等、利用に当た

っての要件がある。 
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④ 認定こども園における 1 日の流れ 

 

18:30

時  間   ３号認定

保育を必要としない３～５歳児 保育を必要とする３～５歳児 保育を必要とする０～２歳児

13:30

14:00

12:00

12:30

認定こども園の基本的な1日の流れ(イメージ）

7:30

9:00

9:30

11:00

11:30

19:00

  １号認定   ２号認定

17:00

随時登園

食 事

食 事

保 育

（ 教 育 的 活 動 ）

保 育

（ 教 育 的 活 動 ）

随時登園後、保育（自由遊び）

保 育
（ 遊びを楽しむ ）

（おやつを食べる）

午睡準備・午睡

↓

保 育

（ 遊びを楽しむ ）

（ おやつを食べる ）

↓

随時 降園

随時降園まで、保 育（ 自由遊び ）

午睡準備・午睡

保 育

（ 遊びを楽しむ ）

（ おやつを食べる ）

↓

随時 降園

延 長 保 育

預かり 保 育

（ 遊びを楽しむ ）

（ おやつを食べる ）

↓

随時 降園

自分のクラスへ移動

降園準備・降園

保育室の移動

登 園
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(3) 地区別再編スケジュール 

現在のところ、下表のとおり、公立幼稚園と公立保育所の統合・再編による認定こども園化を検討し

ております。 

 

　　地区別幼保一元化計画（案）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 　平成33年以降

柏

原

地

区

　柏原西幼稚園

　柏原西保育所

　柏原保育所

国

分

地

区

　国分幼稚園

　国分保育所

　玉手幼稚園

　円明保育所

堅

下

地

区

　堅下幼稚園

　堅下保育所

　堅下北幼稚園

堅
上
地
区

　堅上幼稚園

　年次スケジュールのイメージ　　※平成32年度開園の場合

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

公共施設等総合

　管理計画の策定

　地区

　説明会
   実施設計   施設整備 認定こども園

・
計
画
の
確
定

　
　
⇒

・
計
画
案
の
修
正

　
　
⇒

・
パ
ブ
コ
メ

　
　
⇒

・
計
画
案
の
公
表

認定こども園

認定こども園

認定こども園

認定こども園
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【柏原地区】 

平成 32 年度を目標年度とし、柏原西幼稚園と柏原西保育所を統合・再編して新たな認定こども園の開

設を目指します。 

柏原保育所については、隣接する柏原小学校の動向や、今後の利用児童数などを考慮しながら引き続き

そのあり方について検討を進めます。 

【‘国分地区】 

平成 32 年度を目標年度とし、国分幼稚園と国分保育所を統合・再編して新たな認定こども園の開設を

目指します。 

玉手幼稚園と円明保育所についても同様に、統合・再編による認定こども園化を検討しておりますが、

利用児童数や施設基準などの理由で現在の施設を用いての再編・統合は困難であることから、目標年度を

平成 33 年度以降に設定し、認定こども園化を目指します。 

【堅下地区】 

堅下地区では、私立施設が集中していることから、それらの動向等を注視するため、平成 33 年度以降

に目標年度を設定し、堅下幼稚園、堅下北幼稚園及び堅下保育所を統合・再編して新たな認定こども園の

開設を目指します。 

【堅上地区】 

堅上幼稚園については、幼稚園単独で認定こども園の設置基準を満たすことが困難であることから、幼

稚園としての存続や小学校等との複合施設化等の検討を進めます。 
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(4)  認定こども園への再編の留意点、手法等 

公立認定こども園は、柏原市全体の就学前教育・保育を担い、幼稚園と保育所の良さを併せ持つ基幹

的な幼保連携型認定こども園でなければなりません。 

また、具体的な施設や場所、再編手法や運営内容の検討は、今後の国や地域における状況、私立施設

の動向を注視しつつそれらの活力を最大限に生かせるように考慮し、必要な時点修正をしながら総合的

に判断していく必要があります。 

そのためには、市の特色を生かした教育・保育カリキュラムの策定や職員体制を検討しつつ、教育・

保育に関連する市役所内部の組織との調整をしながら具体的な施設の運営準備を行い、以下の留意点に

基づき、再編を進めなければならないと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 子どもたちにとって最善の利益の保障を大前提として、再編を実施します。 

◎ 計画を策定するに当たっては、パブリックコメント等により広く市民のご意見を伺い、策定

後は、保護者や地域住民に対して積極的に内容についての説明会等を開催して、十分な合意を

得た上で再編を進めていきます。 

◎ 施設の立地や環境については、子どもたちの安全性や保護者の利便性に配慮します。 

◎ 統合による再編に当たっては、環境の変化による子どもたちへの影響を最小限とするため、

各施設における教育・保育内容の引き継ぎ等に十分配慮します。 

◎ 施設の新築・改築等の必要性及び妥当性を十分検証し、工事に際しては子どもたちの安全を

最優先に考えた上で施工します。 

◎ 施設の定員等については、子どもたちの年齢に応じた適切な教育・保育の提供を第一優先と

し、今後の見込みやニーズを加味して設定します。 

◎ 公立幼稚園の小規模化の進行や保育所待機児童の増加などの市の喫緊の課題の解決のため

に、できる限り迅速に対応します。 

【 留 意 点 】 
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５ 資料 

 (1) 柏原市の就学前施設の状況 

柏原市における世帯数、人口、就学前施設の状況（公立施設は  ）      (H28.4.1 現在) 
 

地区 世帯数 人口 
就学前 

人口 
幼稚園 保育所(園) 

小規模保育 

事業所 

子育て支援 

センター 

つどいの 

広場 

柏原 6,706 15,099 755 柏原西幼稚園 
柏原保育所 
 

柏原西保育所 
― ― ほっとｽﾃｰｼｮﾝ 

国分 13,054 30,113 1,305 

国分幼稚園 
 

玉手幼稚園 
     
関西女子短期大学 
附属幼稚園 

国分保育所 
 

円明保育所 
   

南河学園 

附属国分保育園        

北阪保育園 

旭丘まぶね保育園 

涼楓会 にしむら小

児科 小規模保育室

「つくし」       
ニチイキッズ 
柏原保育園 

ﾊﾛｰ KIDS 

ハーモニー 
たまてばこ 

堅下 10,676 24,858 1,466 

堅下幼稚園 
 

堅下北幼稚園 

第二白鳩幼稚園 

堅下保育所 

かしわ保育園 

まどか保育園 

みずほ保育園 

法善寺保育園 

― ｽｷｯﾌﾟ KIDS 
ドレミファ 

ごんちゃん 

堅上 611 1,274 17 堅上幼稚園 ― ― ― ― 

(備考) 世帯数、人口等は平成 27 年 12 月 31 日現在。 
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(2) 柏原市内就学前施設 MAP 
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(3) 柏原市こども未来プランによる教育・保育の量の見込みと確保の内容 

○１号認定 
（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の 

見込み 

市内の子ども 673 653 633 614 596 

（他市町村の子ども）※1 338 332 332 332 332 

①量の見込み 計 1,011 985 965 946 928 

確保 

の内容 

認定こども園・幼稚園 250 250 250 250 250 

確認を受けない幼稚園 462 468 468 468 468 

（他市町村の子ども） 338 332 332 332 332 

他市町村の施設利用※2 20 20 20 20 20 

②確保の内容 計 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 

②-① 59 85 105 124 142 

※1 他市町村の子どもの内訳 （単位：人）             ※2 他市町村の施設での確保量の内訳（単位：人） 

 27 年度 28 年度～31 年度   27 年度～31 年度 

八尾市 186 180  香芝市 20 

藤井寺市 117 117  

羽曳野市 15 15  

香芝市 20 20  

合計 338 332  

 

○２号認定 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 786 794 786 778 770 

②確保の内容 891 891 891 891 891 

②-① 105 97 105 113 121 

○３号認定 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 506 541 536 531 526 

②確保の 

内容 

認定こども園・保育所 474 490 520 520 520 

地域型保育事業 10 20 20 20 20 

②-① -22 -31 4 9 14 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

０～２歳児の量の見込み 506 541 536 531 526 

０～２歳の児童数（全体） 1,489 1,466 1,422 1,387 1,358 

保育利用率（利用定員数/児童数） 34.0％ 36.9％ 37.7％ 38.3％ 38.7％ 
     

 











こども未来部こども育成課 

放課後児童会の現状と課題 
 

【事業内容】 
 放課後児童会は、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、保護者

が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後等に適切な遊び

及び生活の場を設けて健全な育成を図る事業である。 

 本市では、市内１０小学校で放課後児童会専用施設や学校の施設（余裕教室等）

を活用して運営している。 

 

【入会状況】 
 平成２８年４月１日時点での入会数は、総定員７７５名に対し、７３９名入会

しており、柏原、堅下、国分及び玉手の放課後児童会において、定員を超過して

いる状況である。 ※資料１参照 

 

【定員超過解消策】 
 待機となれば、子どもが小学校に入学すると、これまで就労していた仕事を辞

めざるを得ない状況など、いわゆる“小１の壁”となることから、教育委員会を

通じて学校の協力を得、一時的に学校施設を活用して、平成２８年４月当初より

定員超過の解消を図っている。 

 

 

柏原

教育研究所棟
１階（2室）

（一時的利用）
同棟4階

堅下

専用施設1棟
（プレハブ）

（一時的利用）
教室棟1階

（余裕教室）

国分

専用施設2棟
（プレハブ）

（一時的利用）
横の第2図書室

玉手

専用施設1棟
（プレハブ）

（一時的利用）
教室棟3階

（余裕教室半分）



【今後の課題】 
 児童福祉法の改正により、現在、放課後児童会の設備及び運営について、平成

２７年度より条例で基準を定めている。 

 基準については、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平

成２６年厚生労働省令第６３号。以下、「基準」という。）に定めるとしており、

平成３２年３月３１日までに次の内容の条件整備を行う必要がある。 

 

◆専用区画面積・・・児童１人につきおおむね 1.65㎡以上 ※資料３参照 

 

 

◆支援の単位・・・１クラスおおむね４０人以下 

 

 

◆放課後児童支援員・・・支援の単位（１クラス）に２人以上 

 ただし、その１人を除き補助員で配置可能 

 

 

【課題解消策】 
◆専用区画面積 

解消策１…補助金を活用して放課後児童会専用施設を建設 

     ※子ども・子育て支援整備交付金（国 1/3、府 1/3 H30 から国 1/3） 

     参考：平成 18年度学校放課後児童会新設 工事費 20,265千円 

 

解消策２…学校施設の活用 

（１）余裕教室等の活用 

   国庫補助金を受けて整備された学校施設の財産処分は、事業完了後１０年

を経過した場合、国庫補助金の納付は不要で、報告書の提出で手続き完了。 

 

（２）放課後等に一時的に使用されていない教室等の活用 

   学校教育に支障のない範囲において、放課後や休日等に一時的に学校教育

以外の用に供するなどの場合は、財産処分手続きは不要。 

   ※一時的な使用例として、平日家庭科室に使用している教室において、放

課後等の空いた時間を利用して放課後児童会を開設する場合。 

   ※（１）、（２）とも改修する場合、環境整備事業補助金活用可能。 



 ◎学校施設を恒久的に放課後児童会専用室として活用する場合、児童にとって

安心・安全である生活の場のためにも、現在の放課後児童会室と近い場所が望

ましい。 

 

◆支援の単位 

解消策…上記の専用区画面積の解消策を講じれば解消。 

 

◆放課後児童支援員 

解消策…専用区画面積を解消することにより、支援の単位数（クラス数）が増

えるため、支援員の採用が必要。 



平成２８年度　柏原市放課後児童会入会状況

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計 定員 定員超過

37 33 24 10 8 0 112 90 22

21 16 20 9 3 3 72 90

32 32 13 13 7 1 98 90 8

15 20 20 7 4 1 67 90

24 22 13 10 3 0 72 90

29 27 26 5 1 2 90 80 10

9 13 6 3 0 0 31 45

27 33 27 13 3 2 105 90 15

19 29 23 5 1 0 77 90

5 3 5 2 0 0 15 20

218 228 177 77 30 9 739 775 55

柏原市放課後児童会入会数推移 ※各年度5月1日時点（平成28年度は4月1日時点）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
533 531 507 500 515 476 450 495 523 655 739

柏原市小学校児童数・・・柏原市子ども・子育て支援事業計画より

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度
1年生 611 582 526 496 555 470 477 461 447
2年生 594 603 576 521 491 549 465 472 456
3年生 520 593 602 575 520 490 548 464 471
4年生 608 520 593 602 575 520 490 548 464
5年生 623 606 518 591 600 573 518 488 546
6年生 686 628 611 522 596 605 577 522 492
計 3,642 3,532 3,426 3,307 3,337 3,207 3,075 2,955 2,876

４月１日時点

資料1

堅上小学校

計

柏原小学校

柏原東小学校

堅下小学校

堅下北小学校

堅下南小学校

国分小学校

国分東小学校

玉手小学校

旭ヶ丘小学校



資料２

　　　　平成28年4月1日時点

設置年度 施設の状況 専用面積（㎡） 構造

柏原小学校 S57・4・1 平成１３年度教育支援センター（２室） 64.25×2室 鉄筋コンクリート造

柏原東小学校 S55・4・1 平成１６年度 余裕教室（２室） 64.54×2室 鉄筋コンクリート造

昭和５５年度 68.00 軽量鉄骨造、１階

平成１２年度 68.00 軽量鉄骨造、１階

1階：81.00

2階：77.76

平成１０年度 専用施設（１棟） 78.30 軽量鉄骨造、１階

平成１７年度 余裕教室（１室） 52.19 鉄骨造

国分東小学校 H12・4・1 平成１２年度 余裕教室（１室） 64.00 鉄筋コンクリート造

1階：85.77

2階：78.30

昭和５７年度 68.00 軽量鉄骨造、１階

平成１４年度 77.76 軽量鉄骨造、１階

専用施設 １１室

余裕教室 ５室

専用教室 ２室

堅下小学校 S51・5・1 平成９年度 専用施設（１棟） 軽量鉄骨造、２階

放課後児童会の施設状況

児童会名 開設年月日
施　　設　　状　　況

備考

堅下北小学校 S50・4・1 専用施設（２棟）

堅下南小学校 S52・4・1 平成１４年度 専用施設（１棟）

余裕教室（１室） 30.16

軽量鉄骨造、２階

国分小学校 S49・9・1

玉手小学校 S50・6・1 平成１８年度 専用施設（１棟） 鉄骨造、２階

合　　　　計 全　　　１８室

鉄筋コンクリート造

65.34×2室 専用トイレ有

専用トイレ有旭ヶ丘小学校 S57・4・1 専用施設（２棟）

堅上小学校 Ｈ18・4･1 平成１８年度



国分東 堅上

ふじ もも ばら ゆり つき 星 赤 青 そら にじ さくら すみれ 雪 花 青 赤

面積 64.25 64.25 64.54 64.54 65.34 65.34 68.00 68.00 81.00 77.76 78.30 52.19 64.00 85.77 78.30 77.76 68.00 30.16

クラス
定員 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 60 20 45 45 45 45 45 20

定員 45 20

１人当た
り面積 1.42 1.42 1.43 1.43 1.45 1.45 1.51 1.51 1.80 1.72 1.30 2.60 1.42 1.90 1.74 1.72 1.51 1.50

新基準定
員クラス
定員

38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 31 38 40 40 40 40 18

定員 38 18

１人当た
り面積 1.69 1.69 1.65 1.65 1.67 1.67 1.70 1.70 2.02 1.94 1.95 1.68 1.68 2.14 1.95 1.94 1.70 1.67

71 80 80
新
基
準

76 78 78 80 80

90 90 80 90 90

資料３

※新基準・・・１人当たり1.65㎡以上及び１クラス40人以下とした場合

放課後児童会クラス別面積

柏原 柏原東 堅下 堅下北 堅下南 国分 玉手 旭ヶ丘

旧
基
準

90 90 90
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